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１．議事日程 

   （平成１７年第２回安芸高田市議会６月定例会第４日目） 

 

平成１７年６月１６日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

於 安 芸 高 田 市 議 場 
 

日 程 第 １  会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２  一般質問 

 

 
 ２．出席議員は次のとおりである。（２２名） 

        １番         明 木 一 悦          ２番     秋 田 雅 朝 

        ３番     田 中 常 洋          ４番     加 藤 英 伸 

        ５番     小 野 剛 世          ６番     川 角 一 郎 

        ７番     塚 本  近          ８番     赤 川 三 郎 

９番     松 村 ユ キ ミ    １０番     熊 高 昌 三 

   １１番     青 原 敏 治    １２番     金 行 哲 昭 

      １３番         杉 原  洋    １４番     入 本 和 男 

      １５番     山 本 三 郎    １６番     今 村 義 照 

   １７番     玉 川 祐 光    １８番     岡 田 正 信 

   １９番     渡 辺 義 則    ２０番     亀 岡  等 

   ２１番     藤 井 昌 之    ２２番     松 浦 利 貞 

    
 
 

   ３．欠席議員は次のとおりである。（なし） 
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   ４．会議録署名議員 

１０番    熊 高 昌 三    １１番    青 原 敏 治 

 

 

   ５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

市     長    児 玉 更太郎     助     役    増 元 正 信 

収 入 役    藤 川 幸 典     総 務 部 長    新 川 文 雄 

自治振興部長    田 丸 孝 二     市 民 部 長    廣 政 克 行 

福祉保健部長兼

福祉事務所長    福 田 美 恵 子     産業振興部長    清 水  盤     

建設部長   

兼公営企業部長    金 岡 英 雄     教 育 長    佐 藤  勝   

教 育 次 長    杉 山 俊 之     消 防 長    村 上  紘    

八千代支所長    平 下 和 夫     美土里支所長    立 川 堯 彦      

高 宮 支 所 長    猪 掛 智 則     甲 田 支 所 長    武 添 吉 丸      

向 原 支 所 長    益 田 博 志     総 務 課 長    高 杉 和 義      

財 政 課 長    垣 野 内  壮     高齢者福祉課長    沖 野 和 明 

高齢者福祉課主幹    花 尾 智 恵 夫 

 

 

 

   ６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

事 務 局 長  増 本 義 宣    議事調査係長  児 玉 竹 丸   

書 記  国 岡 浩 祐    書 記    倉 田 英 治 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

◯松 浦 議 長   おはようございます。 

時間が参りましたので、ただ今の出席議員は２２名であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配布したとおりであります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１  会議録署名議員の指名 

◯松 浦 議 長   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により、議長において、１

０番熊高昌三君、１１番青原敏治君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２  一般質問 

◯松 浦 議 長   日程第２、一般質問を行います。 

それでは質問の通告がありますので順次発言を許します。 

２番、秋田雅朝君。 

◯秋 田 議 員   改めまして、おはようございます。２番、政友会の秋田雅朝でございま

す。トップバッターということで、身を引き締めて頑張りたいと思います。

どうか、よろしくお願いいたします。今日も大変暑い日が続いております

が、現在よく近所、あらゆるところで耳にいたすことは、会期日程２日目

の同僚議員の冒頭のお話しにもございました雨不足でございます。かすか

な期待を持った昨日でしたが、予報に相反し暑い１日となってしまいまし

た。東海地方以西の渇水が深刻になっているようでございます。本市にお

いても各地域において同様の問題が起きていると思われ、今後１週間程度

雨は望めないという予報の中で、１日でも早い降雨を強く望むとともに、

農作物被害に注意を要し、被害が出ないことを願っているものでございま

す。厳しい農業情勢の中で天候に左右されやすい農業の弱い一面でもござ

います。 

さて、その農業施策についての質問をさせていただきます。先に通告さ

せていただいております２点。飼料自給率向上対策、耕畜連携支援につい

てお伺いします。 

農水省は飼料自給率を現行の２４％から２０１５年に３５％まで引き

上げる目標を掲げ、国や都道府県、農業団体などが一体で２００５年自給

率向上に向けた行動計画を策定し、向上を目指しております。自給率向上

の柱はこれまでどおり粗飼料の増産運動強化であり、現在自給率９０％の

稲藁利用を１００％に高めることや、５千２００ヘクタールに留まってい

る稲発酵粗飼料（稲ホールクロップサイレージ）の拡大、中山間地を中心

に２万５千ヘクタールに広がった放牧の一層の普及を課題としておりま

す。がしかし、米政策改革の初年度となった昨年は、着実に増えてきた作

付面積が前年度面積５千２００ヘクタールを下回る見通しとしています。

稲ホールクロップサイレージ生産が飼料自給率の向上、耕畜連携、水田機
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能の活用など、国内農業の発展に有効な手段と認識しつつ、支援策の後退

で生産が減少したのが現実でございます。稲ホールクロップサイレージは

１９７０年代から一部で取り組まれ、１９９９年には作付面積７３ヘクタ

ール、２０００年に５０２ヘクタール、２００３年に５千２００ヘクター

ルと１０倍程度に増え、耕種農家には水田農業経営確立対策助成金として、

反当最高で７万３千円、畜産農家には国産飼料増産対策事業として反当２

万円が助成されていた経緯があり、耕種農家では稲作と同じ管理、畜産農

家では自給飼料の確保、また現在中国で拡大している牛口蹄疫に感染する

心配がない等、利点がございました。また、国の研究機関も専用品種の開

発、民間と連携した収穫機械の開発等行うなど、技術的蓄積もされてきた

現実がございます。 

本市においては、合併以前このような国の施策、流れを受けて、旧町単

位で取り組みを行っていたところ、行っていなかったところがあったかと

思いますが、旧高宮町、旧甲田町で稲ホールクロップサイレージ生産の現

地説明会、専用機種の実演会など行われた記憶があり、旧甲田町において

は集落農場型農業生産法人として請負耕作型で水稲プラス麦プラス飼料

稲づくりに取り組んでおられたと認識しております。旧町時代の取り組み

でありますが、合併後の昨年度の状況をお伺いいたしまして、市としての

今後の取り組み、また農水省が生産者の機械設備への助成、飼料生産受託

組織への助成、飼料稲生産への助成等、補助事業、交付金を用意し、今年

度は飼料供給者と利用したい畜産農家、畜産経営者のリストを全国の市町

村、ＪＡと協力して作成し、耕畜連携のネットワークづくりを提唱してい

る中での本市における耕種農家と畜産農家の連携強化についてのご所見

をお伺いいたします。 

次に、広島県が今秋までにモデル集落を選定し、耕作農家と畜産農家が

堆肥の利用や荒廃農地への牛の放牧などを進める耕畜連携の支援に乗り

出すという事業についてでございます。 

農林水産部の計画で１５０トン程度の堆肥を保管できる場所、いわゆる

ストックポイントを水田や畑の近くに設置するもので、耕作農家が堆肥製

造施設から運搬するコスト削減、散布作業の合理化、堆肥の利用促進、地

力効果を期待するものとしております。また、放牧のための電気柵の整備

補助を行い、農地の活用、保全を図るものでございます。２０００年度国

の農業センサスでは、県内の全耕地面積の耕作放棄地の割合は１０.３％

と、全国で７番目に高いというデータがございます。電気柵設置支援によ

り、耕作放棄地など遊休農地を放牧地として活用するものでございます。 

一連の事業は来年度までの２年間で取り組み、堆肥の保管場所の整備、

電気柵の設置とも各年度で３ヵ所ずつモデル集落を選ぶとしております。

この事業は、県の２００５年度当初予算案の中の攻めの農業を推進する耕

畜連携支援モデル事業だと思われますが、本市がモデル集落になっている

のか、またこの事業が来年度までということで、本市から県への要望がで

きるものなのかをお伺いいたしまして、併せてストックポイント設置と市
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内３ヵ所の堆肥センターとの連携を含めた今後の取り組みについて、お伺

いいたします。 

なお、再質問については自席で行わせていただきます。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問に対し、答弁を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   はい、議長。秋田議員さんのご質問でございます。飼料の自給率の向上

対策というご質問でございますが、本市におきましては平成１６年度から

本格的に飼料稲の生産に取り組んでおります。甲田町を中心に約１７ヘク

タールの作付が行われました。主には耕種農家からなる営農組合等が飼料

稲の作付を集団で行い、畜産農家で構成する利用組合が収穫調整作業を行

いますとともに、実際に牛に給与する仕組みとなっておるわけでございま

す。平成１７年度におきましては、約１６ヘクタールの作付を計画してお

り、ほぼ昨年度と同規模の取り組みとなっております。また、県全体にお

きましては昨年は１０６ヘクタールの作付で一昨年より２０ヘクタール

の減となっております。このことは需要の伸び悩みと他の転作作物との状

況によるものであろうかと考えられます。また、最近では外国産の牧草乾

草が随分安く入って参りまして、そういう方向にやはり畜産農家もおいて

おるというような傾向もあるわけでございますので、かなり手厚い助成措

置がないとこの稲の飼料化というのは難しいというように考えておりま

すが、議員ご指摘のようにかなり手厚い施策は現在行われておるというと

ころでございます。 

それから県が計画をしております耕畜連携支援でございますが、本市と

いたしましては事業内容の検討を行い、関係農家、関係機関との協議によ

りまして対応して参りたいと考えております。議員ご指摘の耕畜連携につ

きましては、堆肥の利活用によります循環型農業の推進を中心に、さらに

取り組んで参りたいと思いますし、特に安芸高田市は近日オープンします

高宮の堆肥センターを含めますと、美土里・甲田・高宮の３ヵ所にこの堆

肥センターができると、こういうことになるわけでございまして、この資

源をうまく利用しながらいわゆる循環型農業をやっていきたいと。現在の

計画ではいわゆる各地にストックヤードのようなものを堆肥を貯蔵する

ようなところをつくりながら、耕種農家が容易に堆肥が散布できるように

と、こういう県の国のやっぱり施策も出ておりますので、今の計画では中

馬農道を現在つくっておりますが、中馬農道の沿線にそういうものをつく

っていきたいと、こういうような計画もあるわけでございます。 

詳しくはぞれぞれ関係の担当部長、担当課長が答弁をいたしたいと思い

ますので、次のご質問がございましたら詳しい答弁をさせていきたいと思

います。 

◯松 浦 議 長   以上で市長答弁を終わります。 

再質問がありますか。 

２番、秋田雅朝君。 

◯秋 田 議 員   はい。ただ今市長さんの方からご答弁いただいたわけでございますが、
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まず１つ安心したのは飼料稲の作付が１６年度も１７へク取り組まれて

おるし、１７年度、本年度も１６へク計画されているというかたちのご意

見をいただきましたので、少し安心したところでございますが、やはりこ

れは将来的もですね、なかなか米の需要が伸びないという状況の中におき

まして、転作減反も含めてそういった状況の中で、僕自身の考えとしては

ですね、どんどん広めていくべきことではないかと思うし、とは申しまし

ても耕種農家、畜産農家、それからつくる側、使われる側がきちんとした

連携を持たないと成り立たない事業だと思いますし、そこらあたりは行政

としてしっかり指導して行かれて欲しいと思うし、またこういうことはい

いんだ、こういうことは悪いんだということは、しっかり農家に伝わるこ

とをお願いしたいと思います。 

それで、飼料作物の方も機械的なものが多分旧町時代に入っとるとこも

あると思いますけども、そのものを今度は全市に広げていっていただいて、

組織も含めてですけども、有効利用ができる方向を見出していって欲しい

というのがまず１点、お願いでございます。 

それから２点目の方の耕畜連携、どちらも耕畜連携が絡むんではござい

ますが、これはもう正しく市長答弁いただいたように中馬農道のそばでつ

くる計画があると。ストックポイントですね、ストックヤード、ストック

ポイント。あるとお答えいただいたんですが、実は私が１つ懸念している

ことは、高宮にも堆肥センターができましたし、美土里・甲田にもござい

ますが、需要期にはかなり使うことがあると思いますけども、需要期以外

の時にやはりどちらにもストックポイント、ストックヤードがあると思う

んですけども、かなりの量が貯まっていくんではないかという心配、懸念

がございます。そうした中でそうした解消も含めたストックポイントがと

りわけ八千代・向原・吉田には堆肥センターというものはございませんけ

ども、逆に高宮・甲田・美土里という北部を中心に堆肥センターがござい

ますんで、その距離的な問題もございますし、そこらはやっぱりできたら

各町ごとに１つづつあれば、また便利がいいと思いますし、なおかつこれ

はまた、先ほど申しましたようにしっかりとした連携、組織がないといけ

ないと思います。それで、堆肥センターでも同様のことが言えると思うん

ですけど、しっかりとりた運営組織ができていって、それを受ける側の組

織が１つあって、そういう全体的な組織がきちんとしたものがあって初め

て効力を発するんじゃないかというように私は考えますんで、是非ともこ

ういった取り組みを近い将来ではなくて、できたら早い方が堆肥センター

もどんどんどんどん運営進行すると思うんで、早い時期に実現していただ

いたらと思うんですが、そのあたりの答弁をいただきたいと思います。 

◯松 浦 議 長   ただ今の再質問に対し、答弁を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   後ほどまた担当部長の方から答弁をさせていきたいと思いますが、水田

への和牛放牧の問題についてですが、ちょっと私も市内でこれが行われて

おるかというのはよく把握しておらないわけでございますが、また担当部
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長の方からもし例がありましたら報告したいと思いますが、一番先進的な

のは三瓶の近くの荒廃水田に、電牧で放牧して実績を上げておると、こう

いうのが実績があるわけでございますが、市の状況につきましては、また

それぞれ担当部長の方から報告をさせます。 

◯松 浦 議 長   それでは担当部長の答弁を求めます。 

産業振興部長、清水盤君。 

◯清水産業振興部長   それでは飼料稲自給向上の関係でございますが、市の状況は先ほど市長

の方が答弁したとおりであります。この間、取り組みの中でいろいろ課題

が見つかってきております。先ほど答弁の中でも申し上げておりますが、

需要、使う側としての課題が何点かございまして、この製品そのものにつ

きましてはご存知だと思いますが、これの扱い、使う農家としての扱いが

非常に機械の設備なりそういった貯蔵の関係のスペースの確保でありま

すとか、そういったひとつの整備がですね、必要になってくるというよう

な状況もこれまでの中で課題として上がってきております。そういった面

につきましての行政的な施策支援というものが現在の段階ではですね、具

体的なところでの施策がないというのが現状でございます。 

この飼料稲の自給向上につきましては、現在の１つのシステムの中で生

産する側、使う側、それから供給する側と作業を請負う側ということでや

ってきておりますが、その中での現在の国の制度を活用しながらですね、

どうにか経営をしておるというのが実態でございます。いずれにしまして

も転作、生産調整においての転作部分についての全体的な野菜なり、こう

いった自給飼料稲なりの作付を振興していくという意味においても今後

の取り組みをしていきたいというふうに思っております。 

それから２番目の耕畜連携の中で県がモデル的な事業を２つ挙げてお

りますが、これにつきましては現在市内におきましては実施事例はござい

ません。先ほど議員のご質問の中にもありましたように、今年度ぞれぞれ

この２事業につきまして３つのモデル地区を実施したいということで予

算化をされております。このことにつきましても、耕種農家の側と畜産農

家の側のそれぞれの合意形成の中で実施ができるという状況でございま

すので、これにつきましても県等と協議をしながらですね、取り組みをし

ていきたいというふうに考えております。いずれにしても荒廃地を増やさ

ない１つの手法としてですね、取り組むべき事業ではないかというふうに

は考えております。 

それから現在３地区の堆肥センターの経営が行われております。先ほど

ご意見をいただきましたように経営組織、経営母体のしっかりした組織を

早く確立をしなさいということでございます。これにつきましても現在こ

れまで経営運営をしていただきました農家の皆さん、あるいは関係者の皆

さんと昨年から協議を重ねてきておりまして、より良い環境の中でですね、

良質な堆肥の生産に向けた組織をどのようなかたちで持っていこうかと

いうことの協議をしておりますので、できるだけ早い時期にそういったし

っかりした運営組織の確立に努めて参りたいというふうに考えておりま
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す。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で、産業振興部長の答弁を終わります。よろしいですか。 

◯秋 田 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   再々質問を許します。２番、秋田雅朝君。 

◯秋 田 議 員   はい、議長。質問と言うよりも最後は私の要望としてお願いさせていた

だきたいことは、今ご答弁いただきましたように堆肥センターについての

組織づくり、耕畜連携についての答弁も私が思っているとおりの答弁をい

ただいたように思いますが、この堆肥センターについてはですね、３月議

会の中でも同僚議員の方から質問がございましたし、答弁もその時に答弁

は対応していくということでございましたが、なかなかすぐなことってい

うのは、何事も難しいとは思いますが、県が言っておりますように攻めの

農業に対してはやっぱり攻めの行政、また動く議員で三位一体となって一

生懸命頑張っていくことを強く要望しまして私の質問を終わらせていた

だきます。 

◯松 浦 議 長   以上で、秋田雅朝君の質問を終わります。 

続いて通告がありますので発言を許します。 

１１番、青原敏治君。 

◯青 原 議 員   １１番、あきの会の青原敏治でございます。先の通告により一般質問を

させていただきます。 

３月定例にもこの同じような質問をしたわけですが、今回も人的業務委

託についてということで市長さん並びに関係部長さん、教育委員会等々の

ご答弁をお願いできればというふうに思います。 

給食センター・児童館・保育園等の人的業務委託が実施されて２ヵ月が

経過しました。現在どのような運営がなされているのかをお伺いをするも

のであります。 

明快なご答弁をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

また、再質問は自席で行わせていただきます。よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問に対し答弁を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   はい、議長。青原議員さんのご質問でございます。人的な業務委託の実

施後、２ヵ月を経過した現状についてというお尋ねでございます。この取

り組みは従来の臨時職員等の任用のあり方が地方公務員法に沿わないこ

ともありましたことから、これを是正するために導入したということもあ

るわけでございまして、行政として適法な人材確保の体制を実現すること

ができたものと捉えておるものであります。 

ご承知いただきますように、保育及び保育所給食業務につきましては、

大新東株式会社へ、また学校給食及び各種施設管理業務等につきましては

財団法人安芸高田市地域振興事業団に委託し、一部業務委託を開始して２

ヵ月あまりが経過いたしましたが、現在のところ現場の関係者のご努力や、

担当課等の協議連携によっていろいろ課題はございましたが何とか現在

運営をさせていただいておるところでございます。 
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コストの削減も大きな課題ではございますが、まず当面は現場における

混乱を生じさせることなく、市民の皆さんに対し、これまでと同様以上の

サービスを提供しなくてはなりません。今後も関係者との連携協議を密に

し、速やかな問題解決と円滑な業務遂行に努めて参りますので、議員の皆

さんにおかれましても一層のご理解を賜りますようにお願いをいたしま

す。 

以下、教育長、また福祉保健部長、またそれぞれ担当の部署から答弁を

させますのでよろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問に対し、教育長、佐藤勝君、答弁を求めます。 

◯佐藤教育長   ただ今のご質問に対しまして、教育長として答弁をさせていただきます。

給食センターの人的業務委託後の運営状況についてのご質問でございま

すが、実施当初は給食に支障が起きなければよいがと心配をしておりまし

た。職員の皆さんのご努力によりまして、現在のところ大きな混乱がある

とか聞いておりません。しかし、この制度につきましては、初の導入され

た制度でございまして、待遇面等様々な課題があると思いますが、実情の

把握に努力いたしますとともに事業団や担当部局との連携を図りながら

運営の改善に努力して参りたいと考えております。以上で答弁を終わりま

す。 

◯松 浦 議 長   引き続き担当部長、福祉保健部長、福田美恵子さんの答弁を求めます。 

◯福田福祉保健部長   はい。それでは福祉保健部の担当の方の児童館や保育所への人的業務委

託につきましては本年４月の実施以来、各現場を直接訪問いたしました。

そうした中で、現状では関係者の皆さんのご努力によりまして大きな混乱

が発生したという報告はございませんでした。今後も継続して緊張感を持

ち、関係者間の連携協議を密にいたしまして課題解決と円滑な業務遂行に

努めて参りますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

再質問はありますか。 

１１番、青原敏治君。 

◯青 原 議 員   はい。給食センターのことなんでございますけど、今市長さんの方から

地方公務員法に適合してないと、法的にきちっと整備をしたいということ

であります。そこで１つお尋ねをするんですが、給食センターの場合は安

芸高田市地域振興事業団に委託をされております。そこでの雇用条件の中

で、給食調理員さんは調理師の免許を有する者に限るというふうに書いて

あります。それがどのようになっとるのか、現在嘱託員さんはどういうふ

うに資格を持って入っておられるのか、おられないのかということが１点。 

それと、４月１日以降、市の職員さんが各給食センターにそれぞれ１名

ないし人数が多いもんで、居なかったところには１名配置をされておりま

す。そこのお考えを少しお聞きしたいのと、やはり調理員でありますので、

仕事は同じことなんですね。市の職員さんであれ、非常勤の職員さんであ

れ、やることは同じだと。が、しかし報酬が違うよというような状況の中

で、なぜこのような配置をされたのか、そこの意図をお聞かせを願いたい
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というように思います。 

それから児童館のことでございますけども、４月の常任委員会の中でも

いろいろとお聞きしたわけですけど、利用料の決定等々、使用目的につい

てお伺いしたところでございますけど、なぜこのような質問をするのかと

言えば、八千代には根野、刈田に児童館があります。本年３月３１日では

両館併せて１３１名の児童が在籍していましたが、中学校への進学あるい

は転出等の児童が１８名おり、通常であれば１１３名の児童が引き続き在

籍するであろうと推測されますが、実際には４月１日に在籍した児童は通

年長期休暇利用を合わせても５４名しか在籍しませんでした。３千円に利

用料を設定したことにより、通年利用がしなくなったと推定される児童数

は５９名で、率で５２.２％となります。また、本来通年利用であった児

童が長期休暇利用に変更したことを判断し、加算すると、実に６９人の人

が影響を及ぼしているということになります。そこで質問でございますけ

ど、利用料の影響等とまでは言えなくとも、２人に１人が利用したくても

できなくなったと判断をせざるを得ないと思います。そこで、最初の質問

に併せて次の２点をお伺いをします。 

市長は本年３月定例会会議で児童館や放課後児童保育などの施策を実

施いたします、学校教育の充実の項目で、知・徳・体の基礎基本の徹底を

重視して取り組む、また子供や女性が生き生きとした活動のできる環境づ

くり、男女共同参画社会の実現を目指すと施政方針で発表されましたが、

この現実をどのように捉えるのかお伺いをいたします。 

児童館の現場の声を聞くと、退館する児童が今後増えると言っておりま

す。児童館に行きたくても行けない子ができたのは、間違いない事実であ

ります。この利用料は単なる受益者負担として片付けられる課題ではない

と思います。児童館の有り様を問われるようなこの現実を、ただ行革の一

環であるとしてしまうのか、これで良いのか、もう一度議論を尽くす必要

があると思いますが、市長さん並びに教育長さん、あるいは推進本部長で

ある助役さんに再度お伺いをいたします。 

◯松 浦 議 長   ただ今の再質問に対し答弁を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   はい。もちろんご指摘のように、この教育あるいは児童の放課後の問題

につきましては、充実をさせていく必要があろうと、このように考えるわ

けでございますが、この詳しい実態については一番詳しい実態は八千代の

支所長が掴んでおるんじゃなかろうかと、このように思うわけでございま

すが、それぞれ担当の部長、教育長の方からもう少し詳しい実態を全市的

な実態についても報告をさせていただければと思います。 

◯松 浦 議 長   教育次長、答弁を求めます。 

教育次長、杉山俊之君。 

◯杉山教育次長   ただ今のご質問でございますけど、最初に正規職員の給食センターへの

配置の問題でございます。一昨年は合併当時ということで職員の人事異動

が最小限にあったわけでございますけど、今年度は大幅にしたということ
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は、４月の１日の人事異動によりましてですね、給食センターにも人事方

針によりまして平準化のため、正職員がいない給食センター、おる給食セ

ンターということで、正規の職員を配置する方がいいという方針に基づき

まして、配置をしたわけでございます。 

それから、資格関係で調理員資格の関係でございます。常勤の委託調理

員さんでございますが、常勤の調理員さんの中には１３人中、資格を持っ

ておられる方が１１人おられます。それから資格要件につきましては、常

勤委託調理員１３人中１１人で２人が持っておられません。特に調理員の

資格要件につきましては、昭和４２年の１月２６日付で文部省体育局長の

兵庫県教育委員会に対する回答も、また広島県教育委員会の回答でも、学

校給食調理場の給食調理委員に調理免許は必須条件でないと考えられる

ということであります。事業団も採用の条件にはしていないということで

あり、委託前の非常勤調理員さん、臨時調理員さんを引き続き雇用するこ

とが条件になっていることと、調理師免許が雇用条件になっていると、補

充が難しいことが考えられるわけでございます。しかし、今後につきまし

ては可能な限り調理師免許を持った人が望ましいと考えております。 

それから、給料等の格差の問題でございますが、正職員と委託職員の同

じ業務でありながら格差が違いすぎるのではないかと、ご質問でありまし

たが、これは採用条件の違いでありますので、ご理解のほど、よろしくお

願いいたします。 

◯松 浦 議 長   引き続き、再質問の答弁を求めます。 

助役、増元正信君。 

◯増 元 助 役   児童館の利用者負担部分の増額というかたちで今年度からスタートさ

せていただいたわけでございますが、この理由につきましては、３月の議

会でもお話し、議論をしていただいたところでありまして、必要最小限の

経費をいただくということであったろうというふうに私は理解をいたし

ております。 

現在、国を挙げて少子化対策あるいは子育て支援という大きな行政目的

はあるわけでございまして、市といたしましても安心をして子供さんをで

すね、産み育てるという環境づくりということは、私は必要であろうとい

うふうに思っております。そういった中で行政全体の行財政改革というこ

とは、やはりこれは別の観点から行政の有り様、あるいは効率化を図って

いくことは、当然やっていかなきゃあいけないというふうにも思っており

ますが、いずれにいたしましても利用者の皆さん、あるいは実際に退館者

が増えつつあるということにありますと、その原因がどこにあるのかとい

うことにつきましては、精査をして対応していく必要があるんではなかろ

うかというふうに思っております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   引き続き、福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長   はい。児童館の利用料、そしてそこを利用する児童数ですね、これが減

少しているというご指摘でございますけども、これも３月の定例議会でも、

また後の常任委員会でもご説明させていただきましたように、やはり子供
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たちを健全なかたちでそこで見守ってあげるということは、やはりそうし

たかたちでの職員さんですね、厚生員さんに対してもそれなりのかたちで

対応していただく必要がございます。そうした中でこの３千円というもの

は必要最小限子供たちがそこで健全に、その場所で生活ができるというか

たちの中で設定をさせてもらったということでございます。それで、旧町

時代の時に、特に八千代町に関しましては、保護者負担というものが他町

に比べまして大変少なかったということがございます。そうした経緯の中

で３千円というかたちを統一させてもらった中で、やはり旧町時代の時の

少なかった金額からグッと上がったということは、保護者に対しましては

やはり負担がずっと増えたということがございまして、そういう意見も

多々ございました。ですけども、やはり同じ児童館、児童クラブにいたし

ましても、同じ子供に対しての教育をするわけでございますので、やはり

市内全部きちっと揃えるというわけにはいきませんけども、やはり安芸高

田市としてどうあるべきかということで、そういうかたちを取らせていた

だいております。それで、この児童館、確かに人数が減ったというのも私

も聞いております。どこの施設がどうかっていう数字的にはちょっとあれ

なんですけども、総体的に少なくなったっていう、やはり通わせるのが難

しくなったっていうのは否めない事実がございます。ですけども、この児

童館、児童クラブに対しましては、小学生、子供たち全員がそこへ行かな

ければならないということにはなっておりません。そういうかたちで、や

はり保護者の方がお仕事をされるために安心してそこに預けておられる

という事実、クラブですね、そうした児童館につきましては、勤労という

ことの制限がございませんけども、やはり学校から児童館に向かって、｢た

だいま｣と、私は行っておる時も、｢ただいま｣と帰ってきておりました。

いうかたちで、夕方遅くまででなくって、そこへ帰ってきて、すぐまた｢先

生さようなら｣いうかたちで帰っていく子供もございました。ですけども、

いずれにいたしましても、やはりこうした今までになかったかたちで今回

利用料を徴収させていただくということは、保護者の方に負担が増えたと

いうことは事実でございますけども、そこらはやはり子供たちのために保

護者として負担をいただきたいということはご理解いただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

◯青 原 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １１番、青原敏治君、再々質問を許します。 

◯青 原 議 員   はい。まず教育委員会の方なんですが、今次長の方からご答弁をいただ

いたんですが、資格を持っとかんでもええと旧町時代の人員を任用するよ

ということであったんですが、我々が資料をいただいた分の中では、地域

振興事業団の採用基準の中に、免許を有する者に限ると書いてあるわけで

すね。あれは間違いですか、ほいじゃあ。間違いであれば間違いのように

やってもらわにゃあいけんのじゃけど、それを見とる限り、ここできちっ

と釈明をしていただきたいと思います。 
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それと、今のただ平準化を図るために職員を１人配置したのよというこ

とであるんですが、そこのやはり給食をつくるのには、調理員さんらが一

体となってチームワークを組んで、子供たちにより良い給食を与えていく

と、つくっていくという中で、それが何のわだかまりもなしにできるのか

どうか、そこらのところを調査されたのかどうか、もう１点お伺いをいた

します。 

それから児童館についてですが、私が言おうとしたことの答弁とはちょ

っと違ったような答弁が出とるんですが、やはり小学生全部がそこの児童

館に行かなくちゃいけないというようなことではないと思います。今まで

利用しよった方が、利用できなくなった。したくてもできないという状況

をどういうふうに考えるかということをお伺いしたんでございますので、

ひとつそこらを詳しくお聞かせを願いたいと思います。 

それで、去年の同時期と比べてどのように金銭的なことになると思いま

すけど、費用がどのようになったかということがわかれば、併せてこれは

児童館あるいは給食センター、データがあれば提出をしていただくなり、

今ここで言っていただくなりしていただきたいと思いますので、よろしく

お願いをいたします。 

◯松 浦 議 長   ただ今の再々質問について、答弁を求めます。 

◯佐藤教育長   議長。 

◯松 浦 議 長   教育長、佐藤勝君。 

◯佐藤教育長   それでは第１番目の質問でありました調理師の免許が必要条件になっ

ておるかということでございますが、私は現在のところですね、資料その

ものを見ておりませんけれども、事業団との話し合いの中で調理師の免許

がないと雇用しないというようには言っていないと。したがって現在の委

託しておる人もですね、おりますが、全て調理師の免許を持っておる人が

雇用にはなっていないというように把握をしております。確かな資料があ

るということでございますので、それをまた我々の方も見させていただい

て、もし間違いが私の方で答弁をしておりましたら、訂正をさせてもらい

たいと、このように思います。 

次に平準化するということで、勤労意欲に欠くことではないかというこ

とでございますが、ただ単に平準化ということを考えたわけではありませ

ん。要は、非常勤特別職の方ばっかりおられたら、そこのところは全部安

芸高田市事業団の方の雇用になるわけでして、そこにおる勤務する職員は

安芸高田市の正規の職員はいないという状況が生じるわけです。したがっ

て、どこの職場にも１名は安芸高田市の正規の調理員が配置できるという

ことが、安芸高田市として給食センターに対する責任を持って仕事をする

ためには是非とも必要だということで、配置換えを行いました。充分な状

況になっていないということはそれぞれの今までの雇用条件がかなりの

違いがあるということで、なってないことにつきましてはですね、私とし

ても大変心を痛めた内容の１つであります。このことについてですね、で

きるだけご理解をいただいて、人間関係がうまくいかないということで給
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食の味が落ちたり、あるいは給食ができずに配膳ができないというような

ことになったんでは、大変なことになるだろうということで、給食が始ま

る前に担当課の職員を全ての共同調理場の方へ行かせまして、実情を把握

するとともに、また次の段階で行かせまして、状況を把握させてもらうと

いうようにしておりますし、先般も教育分室長会議を開きまして、共同調

理場の場長をしております教育分室長の方から状況を把握しながら、もし

大きな問題点があるならば、事業団あるいは担当部局と連携をしながら円

滑な給食ができるように努力するという方向での、私自身としての意志固

めをしておりますので、その点のご理解をいただきたいと、このように思

います。 

◯松 浦 議 長   引き続き、答弁を求めます。 

福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長   はい。利用料が上がったためにそこに入館できない子供さんがいらっし

ゃるということでございますが、ただ、そのことだけでなのかということ

を、また私の方でも調査をさせていただきたいと思います。他な案件もあ

るかもわかりませんので、そこのことだけを捉えてのそこへ行かれない、

通えないということなのかどうかを、また私の方でもちょっと調査をさせ

てもらいたいと思います。 

それから、経費でございますけども、この３千円の経費のことでござい

ますよね。それで、先般も常任委員会の時も言いましたように、各児童館、

クラブにおきまして、そこを利用する子供の児童数によりまして３千円と

いうかたちでの利用料をいただくわけでございますが、年間を通して児童

数によりましていくらっていう計算が出ます。それをもとにいたしまして、

今、年間の事業計画をですね、館長さん、そこの厚生員さんの方から年間

の事業計画を出していただくようにいたしております。そうした中でこれ

には保護者会というのがございまして、やはりいろんなかたちで保護者会

と一緒にこどもたちがそこで事業、行事をされるものにも費用が参ります。

そうしたかたちで、年間の事業計画を出していただきまして、これが一遍

に３千円を年間分を納めてもらうんではございませんので、児童館として

も児童クラブにいたしましても事業を組むのに月々の入るお金が決まっ

ておりますので、そこらを勘案しながら年間の事業計画を立てていただい

ております。そうした中で費用的にどうなのかということでございますけ

ども、やはり子供さんが出入りもございます。そうしたかたちで金額がい

くらだったからいくらっていうかたちに、今手持ちにございません。 

それと八千代町の場合にですね、年間がたぶん３千円ぐらいの費用だっ

たと思います。いうかたちで、１ヵ月３千円ということで、かなりのボリ

ュームのお金にはなるんですけども、それを有効にやはり子供たちへ有効

に使っていただくいうかたちで、今厚生員さんの方も一生懸命取り組みを

しております。以上でございます。 

◯青 原 議 員   議長、暫時休憩をお願いします。 

◯松 浦 議 長   暫時休憩といたします。１１時１０分まで休憩時間を取ります。 



 95

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時５５分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 

ただ今、青原議員の方からの質問に対して執行部とされてもやはり的確

な答弁、そして青原議員が提案の質問をされております。整理された書類

の提出ということで、ひとつ、今後そのことを間違いなく履行して下さい。 

それで、よろしいですね、青原君。 

◯青 原 議 員   はい。 

◯松 浦 議 長   以上で、青原敏治君の質問を終わります。 

続いて、通告がありますので発言を許します。 

１０番、熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   議長。あきの会の熊高昌三でございます。先ほど傍聴の皆さんが、いつ

会派ができたんかという話をされておりましたが、またこの件に関しては

議長なりがいろんな面で対応していただくというふうに思いますが、我々

あきの会、会派を結成しましてから鋭意政務調査をやって参りました。そ

の中でこの介護保険法の改正という問題、現地の調査、そういったものを

する中で、非常に大事な課題だなということで協議をして参りました。現

場の声も聞きながら、この介護保険の改正に伴う対策というのを早急にす

べきじゃないかというふうな観点から質問させていただきます。 

ご存知のように介護保険法、これは国の政策の中で動いておるものであ

りますが、そういったものに対して地方自治体としてどんなふうに取り組

むかと。特にそれぞれ自治体に応じたような工夫を凝らした対策というの

が必要じゃないかというような観点から質問させていただきたいという

ふうに思います。 

老人保健あるいは介護保険、健康保険、３つの保険事業併せて１００億

円近い予算を毎年組んでおるわけですけども、このことは国はもとより地

方自治体の今後の行財政に大きな課題としてのしかかってくるというふ

うな気がしております。その中でこの介護保険法の改正というのが出て来

ておりますので、具体的に５点ほどお聞きしたいというふうに思います。 

まず１点目はこの介護保険法改正の基本的な考え方、あるいはそのこと

に対する具体的な取り組み、そういったものに対する市の認識というのは

どういうふうに今なっておるかということで聞きたいと思いますけども、

今回の介護保険法の改正、ポイントが大きくは介護から介護プラス予防と

いうふうなかたちに移行するということが、大きな柱ではないかというふ

うに思います。そういった中で言えば、まずは介護予防の推進ということ

が大きくクローズアップされてくるというふうに思います。併せていろん

な角度からの介護保険の関わりが出てくるということで、認知症、こうい

った方のケアの推進、こういったことも新たに大きく事業の中に入ってく

るというふうに認識をしております。そしてもう１点は、介護が施設から
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地域へ動いてくる、こういったかたちに新しい介護保険法の流れというの

は動いていくようなことを認識しております。そういった部分を含めて、

市としてはどんなふうにこの取り組みについて考えておられるかという

ことをまず１点としてお聞きしたいと思います。 

２番目に、この介護保険法改正の大きなポイント、この地域包括支援セ

ンターというのがどんなふうに動くか、動かないかというのが、この施策

特に自治体の介護保険に関する取り組みは大きく変わってくるというふ

うに保険法の改正の中から読みとらせていただきました。そういった観点

から、現在在宅介護支援センターというものがありますが、これが廃止を

されてこの地域包括支援センターというものに移行するというふうに認

識しておりますが、この地域包括支援センターの設置時期あるいは設置の

方式、こういったものについて現在、市としてはどういう方向で考えてお

られるのか、２点目お聞きしたいというふうに思います。 

３点目は介護保険法の改正に対するためにも、本市の高齢者対策方針、

特に市町村整備計画、そういったものが設置されないと交付金が出てこな

いというふうな流れになるというふうに聞いておりますが、そういった面

からもこういった計画というものが速やかに出て来る必要があろうとい

うふうに思います。この取り組みについて現在どういう状況にあるか。聞

きますとこの会期中に文教厚生委員会の中でまたそういった議論もされ

ると聞いておりますが、あらましの取り組みの状況というものをお聞かせ

を願いたいというふうに思います。 

４点目は、この法改正後に重要となるというふうに先ほど言いましたが、

介護予防の取り組み、これがどんなふうになるかということが大きなポイ

ントになってこようと思います。具体的にお伺いしますということで書い

ておりますが、例えばということで、新しく吉田温水プールがオープンを

しましてその運営もなされておりますが、これは学校の教育、そういった

ものに対する水泳というふうなものを使用するという観点もあろうと思

いますが、歩行プールもありますし、いろんな介護予防に関わるような利

用もかなりできるような、そういった施設としてオープンをしたというよ

うに思います。当然、温水プールでありますので、年間を通じて利用でき

ると、そういった状況にあります。そういった部分の取り組みを、これは

教育委員会の担当部署でありますけども、福祉保健部、そういったものと

の連携というのが当然必要となってくると思います。あるいは社協が運動

器具を寄附したというようなこともあります。そういったいろんな部署が

連携してはじめて介護予防に関わるような使用ができるというふうに、私

は認識をしておりますが、その辺の横断的な連携を今後どういうふうにし

ていくか。現在のところどういうふうなかたちで進めておられるか、そう

いったことも併せて４点目としてお聞きしたいというふうに思います。 

５点目は先ほど言いましたように、施設から地域へというふうな介護保

険の改正が向いております。そういった面から見ますと安芸高田市面積も

広うございますし、市内でも吉田あるいは周辺の５町というのはかなり人
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口密度も違いますんで、それぞれ地域に合った施策というのが当然必要だ

というふうに思いますが、特に市内周辺部にある地域から中心部の施設に

来たりするときの交通の便というのが非常に重要なポイントになってこ

ようと思います。そういった福祉対策に対する交通体系。先般も外出支援

サービスとか、乗り合いタクシーとか、そういった議論もされております

が、そういったことも含めての議論になろうと思いますが、こういった観

点からの取り組みというのも、５点目としてお伺いしたいというふうに思

います。 

以上、介護保険改正にかかる５点についてお聞きしたいというふうに思

いますんで、ご答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問に対し、答弁を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   はい。ただ今の熊高議員さんのご質問にお答えをいたします。まず介護

保険法の改正の基本的な考え方と、具体的改正案に対する市としての認識

についてのお尋ねでございます。ご指摘のように平成１８年度、来年度、

介護保険法の改正は制度の持続可能性の確保、活力ある超高齢社会への構

築、社会保障の総合化を基本的視点として制度全般の見直しをする法改正

が予定されておるわけでございます。このことは、介護保険が始まってま

だ数年しか経っておらない中で、このまま行けば、もう介護保険が破綻す

ると、こういう状況に、破綻するというのは要するにその介護保険料を倍

にしても、まだ足らんようになると、こういう今３千いくらでございます

が、そういう将来的な予想が立つと、こういうことで、結局はそれぞれ保

険料を払ってもらう住民の皆さんに莫大な負担がかかる。これは医療保険

も同じであります。国保ももう破綻に近いと言われております。そういう

状況になるということが予想されるんで、今のうちに法改正して手を打つ

と、こういうのが国の狙いであるわけであります。これは当然、これをや

らんと、この介護保険税で国民に莫大な負担をかけるようになると、こう

いうことが一番大きな原因であると思います。そういうことで、この概要

につきましては、まず第一に要支援や要介護１など、いわゆる軽度の高齢

者がさらにその悪化することのないように、新しい予防給付を創設すると、

こういうことでございます。要支援、要介護１になる恐れのある高齢者を

対象とした地域支援事業を介護保険制度に新たに位置付けるなど、議員ご

指摘のように、要するに予防介護に重点を置いて行こうと、こういうのが

一番の大きな狙いになっておるわけでございます。また、２番目としては、

介護保険３施設の光熱水道など、居住費、食費について介護保険給付の対

象外とするなど、要するに施設に入った方もある程度の食費、居住費を負

担してもらうと、こういうのが２つ目の問題でございます。 

それから３番目には地域密着サービス、地域包括支援センターなど、新

たなサービス体制の確立と、こういうことでございます。 

また、４番目には新たに年金が年８０万円以下の低所得者への配慮など、

負担のあり方や制度運営の見直しをしていこうということでございます。
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それから５番目が事業所指定資格の更新など、サービスの質の確保向上が

ございます。以上が、法改正になる我々が知り得た内容であるわけでござ

いますが、本市といたしましても要するに要介護状態になる前に、その予

防すると、こういうことに重点を置き、地域包括支援センターを設置し、

これを拠点といたしまして、地域支援事業や介護予防マネージメントなど

の包括的支援事業を実施いたしますとともに、地域密着型のサービスなど、

地域の実情に応じたサービスが実施できますように考えておるところで

あります。特に、来年度からそういう国の施策が始まるという中で、市と

してもいわゆる健康づくりと言いますか、健康づくりにどのように関わり

をもって支援していく体制をつくるかということが、やはり大きな課題で

あります。そこらを今、研究をしておるところであります。 

例えば、その歩くのにちょっと不自由になったお年寄りとか、あるいは

ちょっと体が不自由になりかけたお年寄りは、要するに運動を取り入れな

がらリハビリのような運動を取り入れながら元気を取り戻す。これ以上悪

くならないような方策をするというのが一番大きな課題で、主としてそれ

をどのように取り組んでいくかという課題があるわけでございまして、お

年寄りにやみくもに｢歩け、歩け｣いうてもですね、それはどこが悪いんか

というのをハッキリ掴んで運動の指導をせんと、誤った運動になるという

ことであります。例えば、筋肉をＣＴで撮って、簡単に言えばＣＴで撮っ

て、あなたの筋肉はここを強うせにゃあいけんということを先に掴んで、

それを指導せんにゃあいけんということで、やみくもに｢歩け、歩け｣いう

てもですね、それはちょっと逆効果になる場合もあると、こういうことな

んで、そこらのデータをですね、ほいじゃあ誰がどのように集めて指導を

するかという、そういう問題がやはり保険行政の中で大きな今後の課題に

なると思います。そういうことで、今後来年度へ向けて我々もそのことの

体制を今の内から研究していきたいと、このように考えておるところでご

ざいます。 

以下、具体的にはそれぞれ福祉部長、教育長、またそれぞれ担当課長、

係が今日来ておりますので、具体的に答弁をさせていただきたいというよ

うに思います。 

◯松 浦 議 長   引き続き、答弁を求めます。 

福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長   はい。それでは、マル２の介護保険法の改正に伴い、地域包括支援セン

ターの創設についてというお尋ねでございますが、この地域包括支援セン

ターは、今年度策定いたします第３期介護保険事業計画におきまして、設

置箇所数、設置時期、設置方法等について定めて参りたいと考えておりま

すが、現在、国から示されております考え方ではですね、人口２、３万人

に１ヵ所、平成１８年４月１日の設置が原則とされており、設置者は市町

村または社会福祉法人など、中立公正効率的に遂行できる法人等とされて

おります。 

次に本市における高齢者対策方針の早期樹立と具体的な内容検討など
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の取り組み状況についてというお尋ねでございますが、現在、安芸高田市

高齢者保健福祉計画第３期介護保険事業計画の策定に関する基本方針を

定めまして、これに基づいて作業を実施いたしておるところでございます。

まず、６月３日に策定委員会設置要綱を公布いたしました。そして市議会

の代表をはじめ、３０名以内の委員さんをもって委嘱させていただいて、

審議機関を設置したいと考えております。 

次に新たな介護予防給付、地域支援事業の組み替えについてのニーズ調

査、現状分析、サービス料の見込みなどについて業務委託を執行いたし、

７月を目途として、現状分析とニーズ調査を実施して参る予定にしており

ます。また、地域へ出まして地域説明会を開催しまして、市民の皆さんの

ご意見をいただきながら、事業計画策定委員会でご審議をいただき、市議

会のご意見も適宜いただいて、平成１８年３月の定例会において、保険料

の変更を含む介護保険条例の改正案を提案させていただくよう考えてお

ります。 

それから介護予防の具体的な取り組みということで、具体的事項といた

しまして、吉田温水プールをはじめとする関係施設の活用、それから横断

的な連携についてのお尋ねでございますが、ご指摘いただきましたように、

この度の制度改正の大きな柱といたしましては予防重視型システムへの

転換でございます。これは介護状態にならないための介護予防重視してい

くものでございまして、具体的に介護予防のメニューとして現在示されて

おります事項といたしましては、筋力向上、閉じこもり防止、栄養改善、

口腔ケア、転倒予防、フットケアなどがございますが、水中の浮力を活用

いたしました機能訓練、下肢の筋力向上など、温水プールを活用したメニ

ューは介護状態にならないための効果が充分に期待できるものと考えて

おります。しかし、現在介護予防サービスにつきましての具体的な事業所

指定基準、それからサービス内容等が示されておりませんので、今後、国

から具体的な事項が示されましたら事業を委託する福祉法人などと介護

予防メニューの内容や実施方法などについて、協議をして参りたいと考え

ております。 

それから介護予防事業など、福祉施策を含めた交通体系整備についてで

ございますけども、ご指摘いただきましたように、例えば温水プールを活

用した介護予防事業を行います場合にですね、現在利用できる施設といた

しましては、吉田温水プールと高宮湯の森になると思っております。 

先ほどから申し上げましたように、介護予防事業の内容がまだ示されて

おりませんことから、不透明な状況ではございますが、国からの基準が示

され次第、施設への送迎につきましても可能な限りサービスの一部と位置

付けて実施して参りたいと考えております。また、介護予防対象者だけで

なく、一般の高齢者にとっても介護予防施策の実施が重要なことは言うま

でもございません。毎日の暮らしの中で、交通手段を確保できない高齢者

へ交通体系を整備し、補償して参りますことは、施設利用のみならず福祉

全体の観点からも重要であると認識いたしておりますので、今後の課題と
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して受け止めさせていただき、今後の課題と考えております。以上でござ

います。 

◯松 浦 議 長   引き続き、教育長、佐藤勝君。 

◯佐藤教育長   ただ今のご質問にお答えしたいと思います。吉田温水プールをはじめと

する関係施設の連携と活用についてのお尋ねでございました。特に温水プ

ールで申し上げますと、このプールは競技力あるいは体力づくりという観

点だけでなしに、新しく設置するときに、健康づくり、あるいはコミュニ

ティづくりの場として、これを活かそうという遠大な計画のもとにこの温

水プールがつくられておるというように聞いております。この温水プール

の活用につきましては、いろいろとご意見があるわけでございますが、関

係部局と連携をするということが非常に大切だという観点から、福祉保健

部やら社会福祉協議会と連携をする中で、去る６月３日にですね、吉田温

水プール運営委員会を開催し、各方面の方からのご意見をいただいて、こ

の温水プールをいかに有効的に活用するかということについて論議をい

たしました。先ほど市長さんの方から全体的な動きについてもご説明があ

りましたけども、教育委員会といたしましても単なる筋肉マンをつくると

いうだけでなしに、健康づくりという面からそれぞれの施設が有効に活用

するようにですね、今後一層検討していかなければならないというように

思っております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。再質問がありますか。 

○熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   国の施策ということで、国の施策の方向を待ってというふうなご答弁で

ありましたが、１８年の４月にもう既にその法律が施行されるということ

なんですね。もう１年ない状況で、今あるんですね。審議会等もつくって

協議をされとるということなんですが、特に地域包括支援センターあたり

はかなりの準備をしないと、その立ち上げというのは難しいんですね。現

場なんかに聞きますと、かなり危機感を持って本当にどうすればいいかと

いう状況であるというふうに聞いておるんですね。現場はそういう状況で

あるのに、行政がやはり方向を示していかないというのは、いかにも私は

行政の怠慢じゃないかなというふうな気がするんですね。支援センターに

しても１年間の猶予期間が設置にあるんですね。これを１年猶予を持つの

か、持たないのかによっても財政の支出に影響も出て来るわけですし、１

ヵ所ほど、３万人に１ヵ所というふうなご答弁もありましたが、そういっ

たかたちで安芸高田市の全ての状況を網羅して対応できるんか。いろんな

かたちはあろうと思いますけども、私なんかが考えるには、旧町単位あた

りにですね、最終的にはそういったものをつくっていくということがきめ

細かい対応をするというふうな状況になるんじゃないかという気がする

んですね。ですから、設置時期とか、設置体制、特に設置も行政が主導で

やるんか、または全く民間に移行してやるのか、あるいは行政がある程度

設立をして民間に委託をしていくのか、簡単に言えば３通りぐらいのかた
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ちがあろうと思いますね。そこらも含めてまったく今、検討されておらな

いという状況なのかどうか。答弁をサラッとやられて、出て来れば答える

んだというふうに部長思われるんかわかりませんが、もう少し丁寧なね、

答弁をされた中で、前向きな議論ができるようなそういった場にして欲し

いなという気がしております。 

温水プールを例えに挙げて介護予防の取り組みということを申してお

りましたが、これはいろんな観点から見る必要があろうと思いますが、特

に介護保険制度が破綻をしてきたという原因にはですね、やはりお金を払

っている以上は介護を受けた方が得じゃないかという、そういった意識も

我々市民にもあるんですね。だからそういった方向じゃなしに、うまく介

護保険を利用して介護予防をしようというのが、この当初の目的だったと

思うんですよね。それが置き去りにされて、今５年間経つんですかね。そ

ういった状況の中で介護保険法が破綻をしていくという状況まで追い込

まれて来たんですね。そこで国の方もこの状況ではマズイということで、

本来の目的の介護予防というふうな方向にやっと向いてきたんですね。で

すからそれを各自治体がどう受け止めて、どう取り組みをするかによって

各自治体に、先ほど市長が言われましたように異常な影響が出て来るんで

すよね。ですから自治体が自主的にこういった取り組みをするかしないか

で、将来が本当に明暗として出て来るんですね。ですからもっと積極的な

この介護保険法の改正に向かって、安芸高田市としてはこういった方向に

するんだというのを早急に示す必要があろうと思うんですよね。 

審議会で７月に結論を出して、またそれからやるんだということで、果

たして４月に間に合うかということを考えると、非常に難しいと思うんで

すよね。現場の声も当然聞きながらやっておられるというふうに思います

が、そこらの取り組みというのをもう少し丁寧に市として本当に考えてお

らんのなら大変なことですが、もっと多分現場としては課長もいらっしゃ

いますけども、考えておられると思うんですよね。そこらをもう少し聞か

せて欲しいというふうに思います。 

◯松 浦 議 長   ただ今の再質問に対し、答弁を求めます。 

福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長   はい。ただ今の熊高議員さんの質疑でございますけども、受け身の態勢

でなくって積極的にそういう計画についても取り組みをしていかなけれ

ばなかなか行政としてもいけないのではないかということでございます

が、全くそのとおりでございますが、早速にですね、この度、２０日の常

任委員会の方で策定委員会要綱につきましても計画書につきまして説明

をさせていただいて、近々に委員さんを出していただきまして、会議を開

くようにいたしております。そうしたかたちの中で、早くそうした取り組

みをしていきたいと考えております。 

また、詳細につきましては、課長の方から答弁をさせますので、よろし

くお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   引き続き高齢者福祉課長、沖野和明君、答弁を求めます。 
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◯沖野高齢者福祉課長   議長。１０番、熊高議員さんの再質問にお答えをいたします。ご指摘の

ように、来年の４月の介護保険法の改正に向かって期間が日々短くなって

いる状況でございます。ご指摘をいただいておりますように、国からの方

針の確定を待って臨むのでは、期間が充分足りないのではないかというご

指摘でございます。担当課といたしましても現在、国からの資料が来てい

ない状況の中で、今内部の方で今示されておる事柄を中心に検討はいたし

ております。たちまち部長の方からありましたように、基本方針を定めて、

一応推進体制の確立をさせていただきました。２０日の常任委員会の方で

ご説明をさせていただきまして、１年間のスケジュールの方で進んで参り

たいというふうに基本方針を定めております。 

なお、今回の改正の主なものは、地域包括支援センターの方で介護予防

の推進が中心でございます。市内の現在の在宅介護支援センターの協議会

においても、こうした新しい動きに対してどのように対応すればいいのか

という不安をお持ちになっているということは充分聞いております。 

現在、地域包括支援センターにつきましては、職員で申しますと３名体

制で介護保険の財源をもとに運営をしていくという考え方が国から示さ

れております。確かにご指摘いただきますように、地域に密着したサービ

スを推進するということは、旧６町の中へ１ヵ所ずつ置くということが一

番サービスの充実になるというわけでございますが、介護保険料の財源を

もとに実施をしていきますので、これも充分な議論をしていかなければい

けないというふうに考えております。 

また、設置主体につきましても、職種的には市の職員だけで賄える職種

構成になっておりません。あるいは社会福祉法人だけでも職種的に賄える

職種になっておりませんので、今後市内の関係機関、充分協議をさせてい

ただきまして、どういう体制で組織を構成していくか、議論をさせていた

だければというふうに思っております。また、介護予防の関係の中で、現

在サービスを被保険者の方に充分使っていただいておるのが現状でござ

います。ご指摘いただきますように、給付費が非常に伸びて、そのことが

ある意味では介護保険の全体的財源を逼迫していることも現実でござい

ます。国の方針にありますように、また市長の答弁にございましたように、

介護予防、介護状態にならないための予防を前段から充分実施していくと

いうことで、介護保険の総給付費を抑えていくと、こういう考え方が国に

もございますので、その方向で早急に介護保険の事業計画の策定委員会の

中で原案を示させていただければと、こういうふうにも考え、またあるい

は市内の事業所等と新しい新予防給付の事業の組み方について、市内の事

業者等と協議をさせていただきたいと、こういうふうに考えております。 

いずれにいたしましても、来年の４月の法改正に間に合いますよう、最

大の努力をして進めていきたいと考えております。よろしくご理解のほう、

よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   以上で、再質問の答弁を終わります。再々質問はありますか。 

○熊 高 議 員   議長。 
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◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   靴の上から足を掻くような、なんかそういった感じを受けるような答弁

でありますが、国の方向の中でということでありますから、本当はもっと

詰めた議論はされておるというように予測はしておりますが、特に私が一

番心配をするのは、先ほども申し上げたように、地域包括支援センターで

すね、この立ち上げが一番大きなポイントになってくるんですね。ですか

らこの中身をどんなふうにするかという議論はもう既にやっておく必要

があると思いますし、特に１年先延ばしにしてという、そういう制度を使

えばですね、準備期間というのは充分あろうと思いますが、そうすれば介

護保険料がそのままで財政に負担がかかるんですね。早くすればそういっ

た負担もなくなるけども、とても今の状況では準備不足で立ち上げること

ができんのじゃないかと思うんですよね。そこらあたりの議論もまだでき

てないのかということを再度お伺いしたいと思いますが、そこまでできて

いなかったら、本当に１年先送りをしてその地域包括支援センターをつく

っていくという中で、しっかりとした現場の声も聞きながらですね、住民

の声も聞きながら、本当に市民の皆さんに喜んでいただけるような包括支

援センターというものをつくる必要があろうかと思うんですね。そこらの

考え方を再度聞きたいと思いますが、今度の地域包括支援センターという

のは、もう全てのことを網羅するような状況の中で出て来るんですよね。

子供のこと、あるいは身体障害者の皆さん、あるいは知的障害者、精神障

害者、高齢者。高齢者だけというイメージで捉えておられると思いますが、

法律が改正される中身を見てみますと、本当に全ての市民のニーズに応え

るようなセンターをつくらんといけんというふうな方向を示しておるん

ですね。それにしては、今の段階でまだ方向は決まりませんというのは、

国が方向を示すまで待つというにも程があると思うんですが、そこらの部

長あるいは課長あたりの取り組む姿勢を、再度確認をしておきたいと。２

０日の文教厚生常任委員会でしっかり議論はしていただくと思いますけ

ども、一刻を争う、そういう状況だということは、認識をしていただきた

いというふうに思います。 

先ほど、教育長、２回目で質問するのを忘れておりまして、３回目でも

う１回やらせてもらいますが、プールの分ですね。６月３日ですか、運営

協議会をやられたということで、話しも薄々聞かせてもらいましたけども、

積極的にそういった意見を取り入れて、新しい流れをつくっていこうとい

う姿勢で、評価をさせていただくんですが、私も言うばっかりじゃいけん

ので、現地の方でいろいろ利用させていただいて、回数券が１回なくなっ

て２回目を買いましたから十数回行きまして、２キロぐらい体重も痩せま

したんで、ますます元気にこういう議論ができるんですけども、行ってみ

てですね、横断的な取り組みという以前の施設の外部委託をしとるわけで

すけども、対応というのがやはり公務員体質と言いますかね、そういった

感じでの非常に対応が目立つんですね。これは地域事業団にどれだけの権

限を与えとるんかということになろうかと思うんですが、行って、毎回住
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所、氏名、年齢を書かにゃあいけんのですね。こういったことを早くなく

して欲しいというのは、私だけじゃなしにいろんな利用者が申し上げとる

んですね。そういった改善も、そういった運営協議会をなされても、まだ

なおかつできとらんということですから、誰がどういう権限を持ってそこ

らの改善をするのか。三次あたりも行ってみましたが、三次あたりはそう

いったものを書くところもなかったですね。いろんな施設の検討もされと

ると思うんですけども、そういった施設の活用のあり方自体をですね、早

急に改めていく。でないとやっぱり市民が１回来て、また行こうというふ

うなことにならんと思うんですよね。特に先ほどもいろいろ議論の中にあ

ったように、市長も言われたように、どうその健康づくりを指導していく

かというのが非常に大きなポイントになってこようと思うんですよね。こ

れは担当の課の部長さん、それぞれあろうと思うんですが、やっぱり指導

者がいかにしっかりするかということが、この取り組みに対して非常に大

きなウェイトがあろうと思うんですよね。あそこにも指導者がおりますけ

ども、まだ経験の浅い若い指導者でありますんで、いろいろ話をしてもこ

れからというふうな状況なんで、彼を責めるわけにはいきませんから、や

はりこれはトップの方からどういった体制をつくるのがいいのかという

議論をですね、しっかりした中でそういった方向を示してやらないと現場

が困ると思うんですね。ですからそういった現場の声をしっかり吸い上げ

ながら、市民が行きやすい、使いやすい、リピーターとして行きたいとい

うような、そういった状況を是非つくってもらいたいと思うんですね。こ

れはサッカー公園との連携も含めてですね、いろいろ課題は具体的には申

し上げていますんで、そこらをもう少し運営委員会でどの程度協議された

のか、まず立ち上げなんでそこまでの議論はまだされておらないかもわか

りませんが、これも置いておく状況にはないというふうに思うんですね。 

特に５番目で書いてありますように、それぞれ地域の人を、教育分室が

それぞれ５つ６つあるわけですから、その地域へ分室が出て、お客さんを

営業して連れてくるんだというぐらいのですね、やはり取り組みがないと、

まちの姿勢では待っていたんでは、市民は行きにくいと思うんですね。特

に今のような施設の状況ではなおさらですね。ですから美土里町の分室で

あったら美土里町から月曜日は２０人ほど午前中はお年寄りの人を歩行

プールに連れて来るんだと。午後は女性を中心に２０人ぐらいまた来ても

らうんだと。夕方は若い人を中心に使うんだと。そういった具体的な方向

を示して、仕掛けていかないと、プールというのは動いていかないと、特

に思いますね。そのためには交通網のやっぱり体制というのも必要だと思

うんですね。バスが出るから２０人この地域から来て下さいというような

かたちを、具体的に仕掛けていく。この外出支援サービスとか介護タクシ

ーとかいうもの以外にですね、シルバー人材センターにバスとかあるわけ

ですから、ここらを使って、もう毎週切れ目ないように、各旧町単位で人

数を集めてくる。そういったやっぱり目標数値も定めてですね、取り組む

必要があるんではないかというふうに思いますんで、そこらのお考えにつ
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いても再度お伺いしたいというふうに思います。 

◯松 浦 議 長   ただ今の再々質問について、答弁を求めます。 

福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長   はい。地域包括支援センター設置についての再度の質問でございますけ

ども、この計画に関わりますワーキンググループを設定いたしまして、先

般それぞれ担当、先ほど言われましたように高齢者福祉ばかりでなくして、

保健医療課、そして社会福祉課の障害者福祉の関係もございます。そうい

ったかたちの中で財政、企画、それから各支所の市民生活課の担当の方と

も、ワーキンググループをつくりまして、法改正によります１８年４月１

日の設置に向けてですね、設置できるように、取り組みをいたしておりま

す。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   高齢者福祉課長、沖野和明君。 

◯沖野高齢者福祉課長   議長。ただ今部長が答弁を申し上げましたように、先日ワーキンググル

ープの中で、部内の協議を開始したところでございます。また、地域包括

支援センターにつきましては、運営協議会を設置し、公平、公正な運営が

できるよう、取り組みをするようなっております。この運営協議会も早急

に立ち上げまして、国が示しております１８年４月１日、これに認定業務

あるいは地域包括支援センター、あるいは予防サービスの提供事業者、こ

の３者が一体となって新制度が始まりますよう、市としても最大限の努力

をして参ります。 

◯松 浦 議 長   引き続き、教育長、佐藤勝君の答弁を求めます。 

◯佐藤教育長   それでは、先ほどのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。

まず、プールの施設の対応の問題でございますが、まずサービス機関であ

るという意識をもって、職員がですね、この職務に当たっていただかなけ

ればいけないというように思いますし、様々な意見がございますが、その

ことについてはですね、教育委員会として事業団の方へこういうふうな意

見があると。改善できるものは早急に改善してもらいたいと。例えば先般、

プールへ行ってみますとですね、かなりの高齢の女性の方が水泳から上が

ってこられたんです。「どうですか、サービスは」と言いましたら、「監視

の方がおられるんだけれども、たった１人で泳ぎようるんだから、できれ

ば、こういうふうな泳ぎ方をすればよく泳げるようになるんだがというよ

うな、アドバイスをしてもらったならば、助かるんだが」という話を聞か

せてもらいました。早速ですね、帰ってそのことをですね、お話しをいた

しますと、「監視とそれから水泳指導は役目が違うので、同じようにはで

きんということは教育長さん、理解をして言うて下さい」ということがあ

りましたので、人員も含めましてですね、指導の時間等も考えながら、有

効な活用ということも考えていかにゃあいけんだろうと思いますし、閉館

時間前になるとそそくさと後始末をして、早く帰れと言わんばかりの動き

があるということも聞いておりますので、その点についての改善もですね、

話をしたところであります。要は、つくったばっかりでなしに、我々も行

ってみまして、その様子を見ながらですね、また皆さん方の声を聞きなが
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ら改善に努めていきたいと思います。 

なお、プール運営委員会でですね、いろんなご意見をいただいたんでご

ざいますが、その中で先ほどのご質問に関係あることを申し上げますと、

例えばですね、運営費、料金などについてでございますが、小中学校のプ

ールも市内には数多くある中で、一気にプールの集客ということは難しい。

しかしながら月間や年間の会員制について考えるべきだというご意見を

いただきました。特に温水プールは冬季期間中でも利用ができるという他

のプールにない特色があるわけでございます。先ほどの質問にもございま

すように、行く度に住所氏名を書くというようなこともありますので、こ

の点につきましてですね、改善できるところから早期に改善を図っていき

たいと思っておりますが、ただ、書いていただくのはどういう主旨がある

かということについても、少しは理解いただきたいと思うんですが、健康

状態についてですね、どうなんだろうかということは、やっぱりそこを管

理しとる者にとっては心配なということもあるからお願いしとるという

点もあるんだという話しもですね、そのことを話をしたときに私の方で聞

いとるので、そういう点もあるんだということを少しご理解をいただいた

らなというような思いを持っております。 

それから、教育分室等の方でですね、募集をかけながら有効的な活用を

図ったり、時間帯を考えての有効的な活用を図っていくということがあり

ました。確かにそういう点についてはですね、我々も参考にさせていただ

いて。すぐというわけにはいきませんけども、そういうことも考えながら

もう少し温水プールの有効的な活用、他の施設等についても有効的な活用

について努力をしたいと思います。 

数値目標につきましては、先だっての答弁の時にもお答えをいたしまし

たけれども、ベースになる数値を集め、そしてさらなる改善を図っていく

ための是非ともそういう方法というのは考えていかなければならないと

いうように思っております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で、熊高昌三君の質問を終わります。 

お諮りいたします。 

この際、１時まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

続いて、通告がありますので発言を許します。 

２０番、亀岡等君。 

○亀 岡 議 員   ２０番、新政会所属の亀岡等でございます。通告の３点につきまして、

市長にお伺いをいたします。 

まず最初は農道の舗装についてであります。市内には未舗装の農道が多

く残っており、舗装の早期実施が望まれているところであります。各ほ場
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ごとの同一条件化を目指した、ほ場整備事業の主旨や目的に照らしてみれ

ば、農道の舗装済みと未舗装では関係者の利害は正に１００％相反してお

り、それゆえに早期実施が強く求められているところであります。 

そこで、市におかれては、市内全域の未舗装農道を調査され、市の財政

事情も考慮しながら何ヵ年かの計画をもって舗装事業を実施をされては

どうかとも思うわけであります。舗装済みにおいても、その事業費につい

ては受益者による一部負担もあれば、全く負担なしの場合もあり、今後そ

うした面の工区ごとにおける関係者の負担の調整も必要になってくると

思うわけであります。そのような場合、市の指導が欠かせない条件となり

ますが、早期に事業推進を進める場合には当然予想されることではないか

と考えます。 

いずれにいたしましても同一工区内における相反する利害と格差の発

生は、これからの地域づくりの視点からしても好ましいことではなく、そ

の面からも舗装の早期実施とそれに伴う行政の指導と支援が強く求めら

れていると考えますが、市長の所見を伺います。 

２点目の質問は、地域づくりと市行政の指導についてということで、行

います。現在、市が推進されている地域づくりの方針、すなわち住民と行

政の協働のまちづくりの方針は、住民が計画をまとめればそれが実施可能

であるかの印象を市民に与えている傾向があります。そのような中で検討

や協議が行われている状況もございます。しかし、具体的に事業実施や取

り組みとなりますと、やはり財政面や全市的な施設の配置あるいは既存施

設や遊休施設の活用の問題、または将来における維持管理運営費等の問題

などがあり、戸惑いが出て来て結論を出し得ない状況もございます。また、

そうしたことは行政側としても住民による計画を受け止めがたいものも

ございます。住民と行政の協働のまちづくりと言いながらも、やはり基本

的には市が住民自治、地方自治に責任を持つ立場から、地域づくりの構想

をはじめ、各分野の行政施策と施設のあり方などについては、全市全域を

見渡した見地に立って、明確な方向性を打ち出し、市民による地域づくり

の前にそれを示していく、そういった主導性を持つ必要があると考えます

が、これについての所見を伺います。 

３番目の質問は、職員互助会への公費の支出についてであります。今日

深刻な財政難の中、職員互助会への公費支出が注目されていることは、既

にご承知のとおりでございますが、行財政改革との関係もあります中で、

これに対する本市の見解と今後の対応等について、お伺いをいたします。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問に対し、答弁を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   はい、議長。ただ今の亀岡議員さんのご質問にお答えします。 

まず、農道の舗装についてというお尋ねでございます。舗装事業はその

地域の皆さんの生活に非常に密着した事業でございます。１日でも早く待

ち望んでおられることと思います。農道改良事業やほ場整備事業などで施

行いたします農道につきましては、できるだけ早くその事業の中で舗装を
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計画実施しておるところでございます。特にほ場整備事業では、その事業

実施地区において協議をしていただき、より生活に密着して利用度の高い

路線をそれぞれ地域の話し合いによって了解を得ながら路線を優先して

実施しておるところでございます。さらにその事業で実施できなかったと

ころにつきましては、各支所との協議調整を行い、単県費の補助事業や市

単独補助事業によりまして、計画的に行ってきておるところでございます。 

また、平成１７年度から３ヵ年計画で農道台帳の整備を行う計画でござ

います。この台帳整備が完了いたしましたら、整備管理計画を立ってそれ

につきましてもより計画的に実施して参りたいと考えておるところでご

ざいます。現在のところは補助事業では単県の補助事業が中心になるわけ

でございますが、かつてのようななかなか予算の付が悪いというようなこ

ともございまして、一気にこの舗装事業も進まないというのが実態でござ

いますが、順次計画を立って進めていきたいと、このように考えておると

ころでございます。 

それから、地域づくりと市行政の指導についてというお尋ねでございま

す。安芸高田市のまちづくりには、自らの地域は自らの手でという自立的

な住民自治活動を育成支援し、地域の課題を行政とともに克服していく取

り組みが必要と考えております。それぞれの地域振興組織におかれまして

は、住民自らがワークショップや住民アンケートを実施され、地域の振興

計画を作成されている地域もございます。また、美土里町におかれまして

は、小学校の統合に伴う４小学校の跡地利用計画が策定されつつあります。

こうした中で過大な施設計画や今後の管理運営において、大きな課題とな

るような計画が策定されているようなケースなども見受けられ、一部にお

いては議員ご指摘の懸念が生じておると認識をしております。行政といた

しましては、市建設計画や総合計画に示しておりますそれぞれの地域の発

展方向を基準とし、地域資源とポテンシャルを分析しながら、それぞれの

地域の安全・交流・福祉・産業の分野において総合的で実現性のある計画

策定にしていく必要があると考えております。このためには議員ご指摘の

とおり、行政としての基本的な方針や考え方をお示しすることに、しっか

りとした連携と指導を果たす必要があると考えており、そうした意味にお

きましても各支所においております地域振興課の役割を大きいものと認

識をしております。 

特に施設につきましては、整備された施設が将来的に市や地域の大きな

負担となり、持続的な地域活動の阻害要因とならないように、その整備手

法や維持管理について地域と充分に協議することが重要であると思いま

す。 

地域の提案により整備する施設が地域の財産として位置付けられ、主体

的な地域の関わりによって管理運営が行われて、地域活動の拡充に資する

施設となりますように、地域振興組織との連携を図り、事業化に向けて取

り組んで参りたいと考えております。 

特に、先般、美土里町におきましては、美土里地区の４振興会の皆さん
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が地域づくりの発表会をされました。私もそれにちょっと遅れて参加をさ

せていただいたわけでございますが、初めの発表は聞かせていただかなか

ったわけでございますが、私が聞かせていただいた地区の発表については

非常に前向きで、しかも将来の運営も考えた本当に地についた計画が発表

されておるというように感じたわけでありますが、一部ご心配のようにか

なり規模の太い提案をされておる地域もあるやに聞いておりますので、そ

こらはその地域が提案されたものがそのまま我々としては受け入れるわ

けにはいかないと。やっぱり将来を考えながら本当に役立つもの。それか

ら地域が管理をしてもらって負担にならないものと、そういうようなかた

ちのものを、有効なものを今後やはり整備をしていく必要があろうと、こ

のように考えておるところでございます。 

それから、３番目の項の市の職員互助会への公費の支出についてという

お尋ねでございます。本市におきましても職員互助会への助成といたしま

して平成１７年度予算に３１０万円を計上いたしております。職員互助会

につきましては、地方公務員法第４２条の規定に基づいて設置義務を持つ

ものでございまして、本市では特別職を含んだ全職員を対象に組織いたし

ており、会員相互の親睦慶弔、その他厚生に関する事項について計画立案

し、事業等を実施いたしております。なお、本市の公金支出につきまして

は、職員負担額と同額といたしているところでございます。このことにつ

きましては、一部他団体の突出した取り扱いなどから、注目をされている

ところでありますが、本市といたしましては、今後も公正な公費支出の観

点から事業内容の精査などを実施して参りたいと考えておるところであ

ります。 

以上、答弁をさせていただきましたが、その他、補足説明につきまして

はそれぞれ担当の部長の方からさせていただきたいと思います。 

◯松 浦 議 長   以上で、答弁を終わります。 

再質問はありますか。 

○亀 岡 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   ２０番、亀岡等君。 

○亀 岡 議 員   市長の答弁を聞いておりますと、少し農道の未舗装に対する関係がです

ね、積極性に欠けているのではないかというふうに思わざるを得ないので

あります。今示された考え方はですね、これまでずっとですね、そういう

ふうな考え方なり、取り組みで進められてきておって、現状になっておる

わけですね。とりわけほ場整備が始まりましてからはですね、この先ほど

申し上げましたように、各ほ場とも、あるいはその工区内がですね、同一

条件の下で農業経営を進めることができるというのが、その整備事業の目

的の中のですね、大きな柱でもあるわけですね。早い時期にありましたほ

場整備が始められた時点から言いますと、既に二十数年、３０年近くにも

経っているところがあるのではないかというふうに考えますが、未だにで

すね、そこに未舗装の農道があるという実態がございます。もちろん行政

もこの事業実施には鋭意努力をされてきたわけでございますが、ただ、財
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政事情なり諸般の事情からですね、一気にこれを進めるということは、ほ

場整備の事業に併せて行うというようなかたちではですね、できなかった

ことは、関係者も充分理解をしておりますし、また現時点におきましても

財政事情によってそういったわけにはいかないというのは、充分承知され

ております。 

しかしですね、この例えば未舗装に関係するその場所に関係するですね、

農業の経営者、その線の利用者等の立場から言いますと、一体この未舗装

はこれからどうなっていくんかと。確かに年々少しずつではやはり舗装も

行われていくんであろうと。いつの日かはできるんであろうというような

受け止め方しかですね、できないんですね。 

私は、今大事なことは、やはりそこに関係する農業者なり利用者、その

方たちがですね、いつの時点には整備が、あるいは舗装ができるんだろう

かというようなですね、見通しに立ったですね、そういうことに行政は取

り組みをしていかんにゃあいけんのじゃないかと。努力はしていくんだと

言いましても、関係者にとっては具体的にどうなっていくのかというのが

ですね、わからないんですね。 

また、これまで実施されてきたことを見ますと、例えば県道なり町道な

りですね、旧６町において行われてきたことを見ましても、それに通ずる

農道、それは優先してやりましょうとか、限られた財政事情の中でやるわ

けですから、何らかのですね、実施基準を決めていかにゃあいけんという

ようなことからですね、そういったこと。行き止まりの農道は当面できま

せんよとか、いろいろなかたちでですね、また財源においても先ほど話が

ありましたように、単県補助とかあるいは単独町費というのはなかなか少

ないわけですが、様々に工夫はされてですね、やってこられたわけですが、

今現在残っている未舗装の農道はですね、そういったような取り組みがな

された中で残されてきておる。農道でありますから、じゃあこれから順番

はどこにしていくんとか、いくのかとか、いつごろ全体を仕上げていく計

画なんかといったようなことは、正にできてないんですね。こういったこ

とをですね、具体的に実施計画をつくってですね、その方針を関係者に示

していくと。 

私はこのことはですね、これからの行政にとって極めて基本的な大事な

取り組み姿勢ではないかというふうに思うんですね。また、農家の側にお

いてもですね、先ほども申し上げましたが、全くの無負担でですね、立派

な舗装ができておる。たまたまそこに農地を持っておったんで運が良かっ

たんだと言えばそれまでですね。しかし、特にほ場整備事業は申し上げま

したように、協働の事業としてですね、工区内が同一条件のほ場条件にし

ていくとかですね、いったような非常にまあ一口に言えば高い理想を求め

てですね、起こした事業なんですね。これ、みんなが意志を一つに固めた

からそういうことが、画期的なことができたわけでありますから、そうい

ったことに照らしてみましてもですね、じゃあ、舗装はその時に併せてや

る事業じゃなかったんだと言ってしまえばそうですが、やはりそういった
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工区を決めてやってきた事業であるならばですね、一方では完全に遅うな

って、管理においても手前費用がかからないと。しかし、片方はですね、

豪雨があれば路面が痛みですね、痛みの修理を行わにゃあならんし、場所

によっては草刈りを、路面の中をせにゃあならんというようなこともある

わけでして、いつも市の方として主張されますが、みんなが心を１つにし

てですね、地域づくりをやっていくんだと言いましてもですね、基本的な

ところでお互いの中に思いが一致できないような条件がですね、存在して

はいけないんだと。私はこれからはですね、やはり行政でも平準化を進め

て行かれますが、地域の実情の中でですね、そこに済む住民がお互いに気

持ちを１つにできるようなですね、施策を行政は進めていくと。例え期間

的には長期にかかりましてもですね、その工区、その工区でまとめて行き

ましても、私はできると思うんですね。何年度はどこをやっていく、その

順位を決めていくことは、関係者が寄ってですね、話し合いの結果決定し

ても良いと思うんですね。問題はやはり関係者が先に希望と明るさを見出

すですね、そういう取り組みを行政はやっていくと。これは個人ではでき

ないんですね。政治がやらなければ。政治は個人でやれないことを方向付

けてやることができる、そこに政治の力というものがあるわけですから、

私は特にですね、この際、具体的に調査をされてですね、一定の調査や実

態把握をしておられるわけですが、実際にそのことのための調査を展開し

て、具体的計画を立てる必要がある、このように思うんですね。 

先ほどのご答弁ではですね、何ら今までの取り組みと変わらないように

ですね、受け止められますので、この点、改めてですね、それを具体的に

実施をしていただきたい、こういうふうに思います。この調査については

ですね、旧町単位あるいはほ場整備工区単位、どこにどのような路線の農

道が未舗装であるとか、これを把握するのはこれは本当にみやすいことの

ように思うんですね。問題はやる気があるかないかということのように思

うわけであります。 

それからですね、ほ場整備に関係したことが主のような質問の仕方にな

ったわけでありますが、ほ場整備ができない、あるいはしていない、され

ていないところのですね、地域にある農道、これらについてもですね、や

はり具体的な今後のですね、方針をこの際示して行かれる必要があるとい

うふうに思うわけであります。 

２点目の地域づくりと行政の指導という点につきましては、やればです

ね、この住民の取り組みと言いますか、もちろん行政と協働というかたち

になっておりますが、その中で起きている事態、これを認識をされておい

でになるというふうに受け止めておりまして、そういう中からですね、今

後充分市の方針を示すべきは示していくということでございますから、あ

えて問題を指摘させていただくようなことはないと思うわけであります。

答弁されましたような考え方でですね、今後取り組みを進めていただきた

いというふうに考えます。 

３番目の件でありますが、互助会への公費の支出、先般来、新聞等のそ
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ういった関係した記事などを見ますと、県の段階でもですね、全廃してい

こうというようなことを言われているところもありますが、何はともあれ、

市民の皆さんから見られてですね、行革が盛んに行われていく厳しい中で

ありますんで、充分そういった点もですね、検討されまして、信頼される

施政であり、また職員体制であるというふうな方向で進んでいただきたい、

かように思うわけであります。 

以上についてお尋ねをいたします。 

◯松 浦 議 長   以上、再質問がありました。答弁を許します。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   農道舗装の問題につきましては、我々もできるだけ住民の期待に応えら

れるようにということで、考えておるところでございます。今までやって

きた状況とか、制度とか、そのようなことについては具体的に担当の部長

の方から、もうちょっと詳しく説明をさせていただきたいと、このように

思います。 

それから、互助会への公費支出の問題については、ご指摘のようにかな

り新聞等でも取り上げられておるわけでございますが、他市町の状況等も

勘案しながら我々も考えていきたいというように考えておりますし、当然、

正すべきは正していくということになろうかと思います。 

担当の部長の方からちょっと状況についてご報告を後ほどさせていた

だきたいと思います。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問について、答弁を求めます。 

産業振興部長、清水盤君。 

◯清水産業振興部長   それでは、農道舗装の状況についてお答えを申し上げます。農道舗装の

整備につきましては、先ほどご質問の中でありましたように、地域の皆さ

んにとっては非常に密接した事業であろうと思います。農作業の面におき

ましても、舗装、未舗装におきましては非常に荷傷みでありますとか、い

ろんな状況の違いも出て参ります。そういった意味におきましても、舗装

の整備を急ぐということは、ほ場整備あるいは農道改良の済んだ地域から

順次ですね、整備をしていくということでこれまでも取り組んで来させて

いただいております。これまでの整備の方法につきましては、先ほど市長

の方が申し上げましたが、旧町の時代におきましては国庫補助事業におい

ても農道舗装の事業がございましたが、現在では先ほどご質問の中にござ

いましたように、単県による補助事業で現在事業実施をしておる状況でご

ざいます。財政面におきましても非常に厳しい中で、財政的な有利な制度

を活用しての事業の取り組みを行ってきております。県の予算におきまし

ても、ご存知のように年々削減の方向に進んでおりますが、昨年は大体６

千万強の予算を舗装事業に充当させていただいております。今年度も昨年

同様、県の方に農道舗装の予算の要望をしておりますが、まだ内示はいた

だいておらないというような状況でございます。 

ご質問の中にもございましたように、確かに地域によりまして舗装済み、

未舗装の路線がそれぞれ残っております。これらにつきましては、先ほど
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市長が答弁を申し上げましたように、整備順位につきましては、地域とそ

れぞれ協議をしながらですね、路線の決定をして、これまで整備をしてき

ておりますが、確かに全体的な整備の計画というものが立てておらないと

いう状況でございます。何年先にこの路線が舗装になるかというようなこ

とが確実に掴めてない状況であります。答弁で市長が答弁を申し上げまし

たように、１７年度から農道台帳の整備の事業に取りかかることにしてお

ります。当初予算でその一部も予算を可決していただいておりますので、

この台帳の整備が完了いたしますと、その整備計画についてもですね、具

体的な年次計画がお示しができるんじゃないかというふうに思います。そ

の農道台帳の整備の方を早急に完成をさせまして、農道の舗装計画を立て、

関係の地域の皆さんへご提示をさせていただくと、いうことの取り組みを

していきたいというふうに思います。 

また、ほ場整備以外で整備をしたところ、あるいは古く事業で改良した

農道というようなところも、あるいは未舗装で残っておるというような状

況がございますが、これらにつきましても同じような扱いで農道台帳の整

備を行って整備計画を併せて立てていくというふうにしたいと思います。 

それから、受益者負担ということもご質問の中にございました。現在は

単県事業を使いまして半分の残りの負担につきましては、市費で対応して

おります。このような状況の中でございますので、そういった受益者負担

というようなところにつきましてもですね、今後併せて検討させていただ

きたいというふうに思います。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   職員互助会に対します公費支出の関係でございます。合併前、旧６町、

こうした職員に対する福利厚生事業につきましては、地方公務員法の第４

２条の規定に基づきまして、職員の福利厚生事業をですね、実施していた

ところでございます。本、合併によりまして市としてのですね、この福利

厚生事業というものも計画をさせていただいたところでございます。ただ、

先進であります他市等の事例もですね、見させていただき、本市スタート

と同時にですね、この職員の互助会制度につきましても、公正的な負担割

合の中でですね、取り組みをさせていただいとるところでございます。本

年度予算につきましては、３１０万の予算計上をさせていただき、職員の

負担もですね、それ相当分のですね、同等額の負担という中で、会員の親

睦のまた慶弔、一番大きな課題であります合併等の混乱期、職員等のです

ね、やはり健康管理等がですね、非常に大きな問題になるんではなかろう

かと思っております。合併後におきましても、やはり６つの町が一緒にな

ったわけですから、職場環境の問題、やはり精神的な関係、そういうとこ

ろもございますんで、今後におきましてもこの事業の実施につきましては

ですね、充分職員の執務に影響のないような、充分達成できるような取り

組みのですね、計画も実施していきたいというように考えております。 

ただ、公金の支出ということでございますので、ご指摘いただきますよ
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うに他の団体等もですね、あらゆる面でこうした問題点も注目をされてお

り、また指摘もされておるような状況もございますので、本市といたしま

しても、公正な公費の支出の観点からもですね、充分計画につきましては

精査をさせていただき、実施をさせていただきたいというように思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。再々質問はありますか。 

○亀 岡 議 員   ありません。 

◯松 浦 議 長   以上で、亀岡等君の質問を終わります。 

続いて通告がありますので、発言を許します。 

１４番、入本和男君。 

○入 本 議 員   議長。先の通告に基づきまして、１４番、あきの会、入本和男、３点に

つきまして一般質問させていただきます。なお、質問に先立ちまして、世

羅甲田線信号機の件がありましたが、安全推進課並びに市長さんの方の後

ろ盾がありまして、この度の６月末に児童並びに地域の皆さんの安全を守

るための信号がつきましたことを、お礼を申し上げたいと思います。 

さて、私この度の指定管理者制度についての公共施設公募する考えはな

いかと伺っとるわけでございますけども、この度の３点の質問は、我々市

民の声を代弁するものでございます。本来なら公共施設を指定管理者にす

るということは、市民にとっては負担が増えるということで、マイナス要

点ではございますけど、既に３月定例におきましては、２件の指定管理者

同意が出ておるわけでございます。その中でやはり私たちも考えなくては

いけないのは、財政、財政と先ほどから厳しい中を言っとられるのは事実

であります。 

ある集会所の建設にあたりましては、予算のないところから旧甲田町時

代では１００万という予算でございましたけど、地域がどうしても必要な

というかたちで、ある地域では３０万、ある地域では５０万を分割して７

００万から６００万の集会施設をつくられとるケースもあるわけでござ

います。そうすることによって、やはり地域のコミュニティを図り地域の

活性化の場所になっとる地域もあるわけでございます。 

この度１５年度ではございますけど、決算書の中のページ数で申します

と、財産に関する調書の中で２９７ページから３９０何ページの７２ペー

ジにわたってですね、公有財産が詳しく書いた町もあれば簡単に総括した

ところもありましてですね、非常に土地建物、物品等がですね、眠っとる

ものがたくさんあるように思います。これをオープンにすることによって

ですね、中には地域のアイデア、または民間企業によってですね、眠っと

る財産が活かされるのではないかと。そういうものを公表されてですね、

やはり地域のアイデア、そういうものを有効に現在協働のまちづくりと言

いながら、やはり市の財産をオープンにすることによってですね、ある面

では活路が開ける面が出て来るんではないかと。ご存知のように、振興会

の大前提は川根でございます。それを目標にして先ほど美土里町でも大き

なプロジェクトができておるというような声も聞いておりますけど、これ



 115

もやはりどこかの先進地の振興会の大きな飛躍があってのことだと思い

ます。非常に財政財政と、銭がないと言えば物事が終わるという時代は終

わっていると思います。現在、知恵を出して欲しいと、汗を出して欲しい

という中でですね、この７２ページの中の財産というものは、既に処分を

しなくて博物館にいかなくてはいけない物品もあったりですね、皆さんが

この財産があるんなら、この地域で有効な土地を使い、施設を使うという

こともあるんではないかと思いましてですね、この公募というものは非常

に市民にとってマイナスというイメージが強いかもわかりませんけど、財

政難の折りに指定管理者制度を設けることによってですね、市の財政の圧

迫を下げ、また地域の活性化に一応なればというように考えております。 

私は現在市民の声から、職員があんたあ多いんじゃろうがと言われます

けど、その多い人数の中でもですね、こういう市の財政管理の運用プロジ

ェクトをつくってもですね、充分対応できるものがあり、市の中にはそう

いう優秀な人材があると思います。やはり今からは人材を出向というかた

ち、愛知県足助村なんかはですね、そういう施設に行って出向で市民とか

けあい、１つの管理を任され運営するという、実際にやっとられる地域も

あるわけでございますので、安芸高田市としましてもそういうところに着

眼し、個性のある地域づくり、まちづくりを目指されてはいかがかという

ものでございます。そういう点につきまして、この公共施設に公募する考

えはないかという点を伺っておるわけでございます。 

次に、郷土資料館でございますが、この郷土資料館もですね、ここでは

広報の去年のですね、広報紙の中で美土里町におきましての地域の中で、

そういう懇談会の中で、美土里町にも個人のものがあるけどどうするんか

と言うたら、市では建物は管理できんけど、中身の内容によってはある程

度資料の提供を得て管理してもいいものがあるんではないかというふう

に検討するというかたちで、保留になっとろうかと思います。 

また、甲田町には安芸高田市歴史民俗資料設置条例、管理条例の中にで

すね、本館が当然吉田でございますけど、分館として設置条例の中に位置

づけをされております。しかしながらこの建物は、非常にもう屋根に上が

って修理もできないような状況にあるわけでございます。この文化資料と

言いましても、ただ私が資料館だけをここで立ち上げておりますけど、や

はり先日の資料を見させてもらいますと、安芸高田ふるさと紀行という、

歴史と伝統ガイドいうのが出ておりますけど、私は教育委員会から出たん

かなと、この資料を見させてもろうて、なんとそれ産業振興部の観光課が

出されるマップなんですよね。その中に掘り出し物と言うたらおかしいん

ですが、ひしね神さんいうのが向原にあるようになっとります。これはで

すね、資料に見ると広島県名水泉の１つというように大きく、これは大き

な市の財産、地域の財産で、これを利用すればですね、かなりの財源を生

み、また観光的な面も位置しですね、活性化になるんではないかと思っと

ります。これはここの要綱を見させてもらうとですね、あそこに看板が書

いてあったんですけど、見るとですね、このパンフレットに載っとる景色
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とですね、現在の景色は全く違う状況になって、案内板がですね、もう足

下が崩れて倒れとる状況です。そこの中には非常に書いてあるんですね。

このひしね神さんというものは、ひしねはもとより、あせも、水かさなど、

皮膚病によく効いて、日曜日など子供連れで参拝し、この水を味わってい

るところや、一升瓶に詰め込んで帰る人も多いと。また病人はこの水で薬

を飲めばよく効くと喜んでいると。非常にこれはですね、さすが広島名水

の１つと言われるぐらいの、ただ現在よく水に関してはですね、非常に住

民も感心を持ちながらあるものでございますけど、これが果たして正しい

ものなのか、どうなのか、これを果たして飲んでもろうてもいいものなの

かどうなのか、水質検査が済んでこういうことをされておるんか。とても

じゃないが、管理状況を見るとですね、こういうことをうたっておくのは、

何か私はちょっと見た感じでは自信がなかったんですが、そういう郷土の

中にはですね、いい資料もあるということでございます。 

また郷土資料につきましては、先ほどの諸般の報告の中にですね、神楽

門前村におきましてはですね、美土里町の神楽ガイドブックを過去数年間

にわたり取材編集に１千万投資をして、歴史に残るソフト資産を制作した

と。当初は極めて意義深い事業ということになりますというふうに、これ

だけ今、歴史に郷土に対して関心を持ってやっておられると。またご存知

のように、安芸高田市の地域振興事業団はですね、現在の吉田の歴史資料

館を中心にして、来年１月にはそこでまた勉強会、今年の８月には古代の

釣り針づくりというような勉強会も、歴史に関してはやっておられます。

こういう資料がですね、現在身近なものが吉田の資料館に全て揃うとるか

言うたら疑問視されるわけです。やはり甲田の現在の資料館は週１回でご

ざいます。しかも建物が古くて非常に管理体制ができてないと。そういう

中で、将来どのようにしてこの郷土の資料をですね、子供に、また地域住

民に残していくかと言うことが非常に歴史上、また将来大切なものだと思

うわけです。そういう面でこういう方向性をどのように管理していくかと。

八千代町にあるのは公社が管理されとるということでありますけど、市と

して現在２ヵ所にあるのを将来１ヵ所にしてするのか、そのあたりを伺う

ものでございます。 

次に、河川整備でございますけど、この河川の整備についてはですね、

今から台風を迎える方は非常に住宅の中でですね、住民の中で不安に感じ

ておられる。また、３０年ぐらい経ってもですね、全く手付かずのところ、

土地の買収は進みながら工事は全くついてないというようなところもあ

ろうかと思います。先ほど資料をいただいた中にですね、何とその河川が

百十何ヵ所もこの安芸高田市の中にあるわけで、それを一気に土石の整備

というのは非常に難しいと思いますが、順位付けも当然されておると思い

ます。また、先だっては私の方の手元の方に、この安芸高田市の去年の７

月には子どもたちの記憶の中に川をという中で特集を組んでおります。非

常に素晴らしい川の整備とか、いろんな状況をうたっておられます。そう

いう提案も川の中で災害並びに川との親しみ。せっかく現在、住環境整備
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で下水等の整備がされております。しかしながら、土石流が溜まってです

ね、堆積が溜まって今の雨水の少ない時期にはですね、逆にそこで環境を

乱す蚊の発生とかですね、そういう逆の場合も出とるという、やっぱし堆

積しますと、川は浅くなりますし、その水害に遭うケースもあります。ま

た、護岸をえぐり取ったそういう状態で投げとるところもあるわけでござ

います。やはり、現在河川が多いのは事実でありますが、農業の用水は農

業者が高齢者でありながらですね、整備されておりますけど、河川となり

ますとどうしても大型機械、行政に頼らなくてはならない部分がございま

す。そういう意味におきまして市長は国県、また現在どのような状況で河

川に対して対応されとるか。また要望書がどのような状況であるか、伺う

ものでございます。 

答弁によりましては、自席にて再質問をさせていただきます。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問に対し、答弁を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議長。ただ今の入本議員さんのご質問にお答えします。まず最初に指定

管理者制度についてのお尋ねでございます。お尋ねをいただきました指定

管理者制度につきましては、公の施設の管理等について、地方自治法で規

定をしておりますもので、市が所有しております公の施設の管理について、

民間を含めた団体に代行するものでございます。なお、指定管理者の決定

に当たりましては、まず公募等の方法により候補者を選定し、これを議会

で３分の２以上の同意をいただいて決定するものでございます。現在、市

の所有しております公の施設につきましては、多種多様な施設があり、そ

の規模も多様でございますことから、全てを公募によることは事実上困難

なことも想定されます。また、指定管理者への応募が見込まれる公の施設

につきましても、合併前の管理委託など経緯もございますことから、公募

に寄らない方法で候補者選定を行っておるところがほとんどでございま

す。ただし、施設によりましては、将来的には公募による候補者選定は避

けて通れない状況が予想されますので、現在指定管理者として指定してお

ります団体等に対しまして、管理経費の見直しなど、積極的な取り組みを

指導し、公の施設への指定管理者制度導入の目的を達成して参りたいと、

このように考えておるところでございます。 

それから、郷土資料館の問題につきましては、これは教育長の方から答

弁をさせていただきたいというように思います。 

河川の整備でございますが、国県が管理しております河川の土砂堆積な

どにかかります河川管理整備につきましてのお尋ねでございますが、まず

県の管理する河川につきましては、市から県に対して浚渫の要望を行い、

双方で要望箇所の現地確認を行った上で、緊急度の高いところから優先順

位を付け、予算の範囲内で順次実施していただくことにしております。 

なお、平成１６年度におきましては、市内で９河川で１０ヵ所を浚渫整

備を行っております。また、国の管理する河川につきましても、県河川と

同様に、地域等から要望のありましたところについて取りまとめを行い、
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国土交通省三次河川国土事務所及び吉田出張所に要望を重ねておるとこ

ろでございます。 

いずれにいたしましても、国県の財政状況の厳しい中で、予算や地域の

実情を勘案しながら早期に実施していただくよう努めて参りたいと、この

ように考えておるところでございます。ご理解を賜りたいと思います。 

なお、補足説明はそれぞれ担当部長の方から行いたいと思います。 

◯松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

教育長、佐藤勝君。 

◯佐藤教育長   はい、議長。郷土資料館についてのお尋ねでございますが、まず安芸高

田市内には吉田歴史民俗資料館を本館として甲田郷土館を分館として位

置付けております。お尋ねいただきました、あるいは事例として出ました

甲田郷土館は、もと県の保健所の建物を利用した施設でございまして、老

朽化も著しく、雨漏り等も毎年悩まされているところでございます。 

教育委員会といたしましては、この他にも民俗資料を保管して移転を考

えなければならないところもあり、今後資料を収納整理、保存する場所の

確保に当たりたいと思っております。 

美土里町にあります民俗資料につきましては、現在資料を調査中でござ

いますが、保管場所につきましては地元では現在の場所を希望されておら

れますし、現在の建物につきましては個人の所有でもございますし、地元

で管理対応がされております。当面は、甲田郷土館の管理につきましては、

雨漏り対策やその他の維持補修に努めて参りたいと考えております。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   補足説明させていただきます。先ほど市長の方から話がございましたよ

うに、浚渫につきましてはそれぞれ各支所等が中心になって地域の要望等、

これまでも旧町の時にも取りまとめていただいておりましたが、そういう

中で緊急度の高いもの等をピックアップしていただきまして、県と現地調

査の上、さらに予算の配置ができるように、優先順位を付けさせていただ

いている現状でございます。 

昨年の市内の９河川ということで、河川名をちなみに申し上げますと、

生田川、三篠川、これ、順不同でございますが、申し訳ございません。簸

川、宮迫川、房後川、沼川、大土川、戸島川、本村川等が対象になってお

ります。ただ、これにつきましても、これで全部完了ということにはなっ

ておりませんので、毎年先ほど申し上げました事業調整等行う中で、さら

にその年の雨量等の状況によっては、また現状が変わっております。そう

いうところを勘案しながら整備をさせていただきたいというふうに思っ

ております。 

ちなみに、本年度浚渫予算でございますが、大体３千６００万強という

ことで、今お聞きをしております。これは１級河川分でございます。そう

いう予算の中で全市を賄っていただいておりますので、先ほど申し上げま

したようにそれぞれの地域の実情に応じた緊急度に合わせて県の方へま
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た要望を重ねて参りたいというふうに思っております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。再質問はありますか。 

◯入 本 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １４番、入本和男君。 

◯入 本 議 員   指定管理者制度について、公共施設、簡単にわかりやすい最近の例で申

しますと、先だって市長さんもご足労いただき始球式に参加いただいた甲

田町の多目的広場がございますけど、これは現在シルバー人材センターが

ですね、管理しとるわけでございますが、そうはいっても軟式野球連盟高

田支部というとこへですね、頻度を上げていただいてですね、その間トイ

レとかですね、グランド整備とか、それから先だって部長さんが気持ちよ

く開会式の時の国旗並びに市旗をですね、ご配慮いただきましたことを、

この場を借りて支部長に代ってお礼を申し上げるわけでございますが、そ

ういうふうにしてですね、あそこへ行ってみられると向原にも同等のグラ

ンドがあるわけでございますけど、あそこは甲田の場合は現在そういう本

部席等がございますし、放送設備等もあるということで、軟野連がですね、

やっぱしここで使わせてもらう以上は、設備の充実をしたいというかたち

で日頃の会費の中から約７年ぐらい積み立てまして、約３０万というお金

をつくりまして、現在センターの方に、ストライク・アウトのカウントを

付けですね、そしてテントを付けております。テントを借りてはやってお

ったんですが、雨が降ったときとか、日よけがなくてはいけんというかた

ちでネット裏に屋根を付けさせてもらったと。これは正に、これがもし指

定管理者制度等がありましたらですね、極端にいえば市民球場を例に出し

て悪いかもわかりませんけど、スポンサーを募ってですね、やはりそのス

ポンサー名を入れることによってそこで経費を生んだりとか、いうことも

可能になろうかと思うんです。やはりそこに指定管理と、また優先的な利

用という中で、市の行事があれば当然、軟野連も譲っとるわけでございま

すが、やはりそういう愛着をもって一生懸命管理をさせてもらうんだと、

使わせてもらっとる感謝の気持ちをですね、そういうふうに公共施設に日

頃の積み重ねたもので、またより良くするという。そして公共施設がより

充実したものになってくるというような、１つの例だと思うわけです。 

非常にわかりやすい例えで市長さんにお聞きしていただいたわけでご

ざいますけど、そういうかたちでスポーツ系、文化系ですね、そういう考

えをお持ちの方があろうかと思います。是非、この７２ページの中の財産

をですね、精査されましてですね、やはりもう一度整理される必要がある

んではないかと思っておりますので、併せてその取り組みの気持ちをです

ね、伺うものでございます。 

郷土資料館につきましてはですね、やはり現在非常に文化に触れるチャ

ンス、また史料に触れるチャンスがですね、非常に甲田のような史料はで

すね、吉田には高級すぎてちょっとないと思います。身近な問題でござい

まして、囲炉裏があったり、やはり今、おじいちゃん、おばあちゃあんら

が教材になれる場所でございます。そしてお孫さんと話をされるのには、
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やはり先生はおじいちゃん、おばあちゃあんが一番適しとるんじゃないか

というように思ったりするわけです。現在、そういう伝統のあるものがで

すね、市民の皆さんの協力によってあれだけのものが集まっとるわけでご

ざいまして、これをただ銭がない、金がないじゃなしに、ここは知恵の出

し処でございまして、現在でも支所の利用とかですね、また先だっては中

電の跡地の問題もありましたけど、ここは銭を出してでも借ってでも倉庫

と納屋とでも建って、より良い充実という面でもですね、そういう前向き

な、現在、今出したら中電の物価、価値が上がるけえ出したらいけんとい

うような駆け引きもあろうかと思いますが、たとえでございますので、そ

の点はご理解いただいてですね、やはりもう屋根の修復ができない、屋根

に上がる棟梁さんがおってんないという状況を聞いておる中でですね、今

に崩壊の一途を辿っとるわけですから、それを今聞くと収納の場所を探し

とられるということですけど、やっぱり教材には欠かせない１つのもんだ

と思います。非常に水曜日１日というかたちで、非常に資料館としてはふ

さわしくない状況にあります。また、吉田は立派なのがございますし、ま

た観光面におきましてもですね、ついでにということもできようかと思い

ます。是非その点を前向きに早急な計画性をお願いしたいと思います。 

河川の整備でございますけど、やはりこれも子供の触れ合う場所でです

ね、２００４年の７月の市の広報を見せてもらったら、非常に詳しく本当

に川の大切さがうたってあるわけでございます。また、住民にとりまして

は、災害というのがですね、不安の中に水害。今から台風を迎える中で、

これも手前の甲立のアンケートでございますが、４７％の人が水害とか災

害にですね、不安を抱えておられるとなっております。そういう面はやは

り日常の河川の状況がですね、現在水不足で土師ダムの方で調整するのも

難しい、水がないというような状況でございますけど、一たん大雨が降っ

てですね、水が引きますと、川の木々が実りましてですね、まるでゴミの

ツリーができるわけでございますよね。それが果たしてその自然環境、清

らかなまちづくりに適しとるか言うたら、到底それは口だけであって、現

実はそうではないというような状況も見られるわけでございます。そして、

川で遊ぶという地域が非常に少なくなっております。ホタルが出だしたけ

え、子供が行くというよりも整備がされてないので、非常に危険度もあろ

うかと思います。そういう点でですね、振興会が立ち上がってですね、７

つのここの整備された地域が紹介されておりますけど、その整備を見てこ

の度もそういう公園づくり、または堆積物の処理とか河川の修繕とか、要

望が出とると思いますが、その要望が現在、１６年度の分についてじはせ

っかく９ヵ所の１０ヵ所、県から、国から予算を取って部長さんが努力さ

れたことを口で早々言われたんで、ちょっと私もよう控えなかったんで、

どういう状況のものを、どういう予算かいうものを示していただくことに

よってですね、また地域に帰ってですね、また順位付けもですね、地域の

皆さんにご理解できたりとか、要望がもっと市の方に要望しなくてはいけ

ないとかということもわかろうかと思いますので、河川につきましては、
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１６年度の分につきましては報告書をいただきたいのと、１７年度は現在

市民からどういう要望書が出とるかいうのを、私のところには１件いただ

いとるわけですが、それが担当部署に行っとるかどうかいうのはまだ確認

してないわけですけども、どういう状況か、具体的にありましたらお願い

したいと思います。 

◯松 浦 議 長   以上の再質問につき、答弁を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   ただ今の指定管理者の問題でございますが、指定管理者を有効に使うこ

とによって、施設が生きてくると、こういう例をお話しをいただきました

ので、今後ともそのような方向でですね、我々もやっていきたいと、この

ように考えておりますので、いろいろご意見がありましたら実際の施設等

について、ご指導を賜りたいというように思います。 

◯松 浦 議 長   続いて、教育長、佐藤勝君。 

◯佐藤教育長   先ほどのご質問にお答えをしたいと思います。先ほども答弁させていた

だきましたように、甲田の郷土館につきましてはですね、昨年も予算付け

をしたわけでありますが、屋根の上に上がること、そのことが工事をする

人が危険だというような状況で、雨漏りを防ぐという状況で納めておると

いうのが本当でございまして、瓦はセメント瓦で上の方へ上がるとかえっ

てですね、そのことによって大きくなるということでございます。だから

雨漏り等で貴重な資料等がですね、傷むということがないように、当面の

修理はしておりますが、仰せのとおり私たちもですね、このままにしてお

いてはいけないと。その他にもですね、丹比西の小学校の校舎の一番西よ

りになる２部屋にですね、郷土資料がたくさん入っておるわけです。それ

らをですね、安芸高田の財産として非常に貴重な財産として保管をし、整

理をし、必要なときに充分に見ていただくというようなことについて考え

ていかなくてはならないと。財政担当の方で教育委員会として要望もして

参りたいと、このように思っております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   議長。再質問にお答えをさせていただきます。１６年度河川の名称を挙

げさせていただきましたが、早口だったということで、大変申し訳ござい

ません。基本的には浚渫が主でございます。資料等についてはまた後ほど

整理をさせていただきたいと思います。なお、１７年度でございますが、

これは毎年、年度当初に現在では吉田分室になっておりますが、吉田のい

わゆる土木事務所の方と事業調整会議を行っております。そういう中で県

が実施をします工事箇所、これは道路、河川等を含めて説明を受けながら、

その際に市としましては特に維持の浚渫等につきまして、各支所等から要

望があったものを一応お渡しをして、それに基づいて今後先ほど申し上げ

ました予算の中で、順位を付けさせていただくということでございます。

それぞれの支所の方からこれまで順次やってくる中で、まだ浚渫が可能で

ない、できてないところがあるものをピックアップさせてもらっていると
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いう現状でございます。 

それから冒頭言われました、子どもたちが触れ合う場所ということで、

特に自然環境の観点から河川は非常に重要であるというのは議員ご指摘

のとおりであります。ちょうどホタルも乱舞している非常にいい時期に、

河川になかなか近づけないというご指摘もございますんで、こういうとこ

ろも踏まえながら、全てをというのは非常に難しいとこがございますので、

そこらも踏まえながらまた県の方とも調整をさせていただければと思っ

ております。 

また、地元の方の要望というようなことでは、河川改修、護岸改修に併

せて小規模の水辺公園などはきないかという要望も聞いておりますが、こ

れらも河川改修等の事業とのセットということで、そういうことが可能で

あるかどうかということも含めながら、県と前向きな議論をさせていただ

ければというように思っております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。再々質問はありますか。 

◯入 本 議 員   終わります。 

◯松 浦 議 長   以上で、入本和男君の質問を終わります。 

以上で、本日の一般質問を終了いたします。 

以上をもって本日の日程を終了いたし、散会いたします。 

議事の都合により、明日１７日から２３日までを休会といたし、次回は

２４日午前１０時に再開いたします。 

ご苦労様でした。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後１時３５分 散会 
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